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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の光ディスクとは異なる種類の光ディスクであって、
　前記所定の光ディスクは、
　データが記録されるトラックを含む記録層を有し、前記トラックが複数のブロックに分
割され、各ブロックがＬ個のサブブロックから構成され、
　前記Ｌ個のサブブロックの各々には、
　前記Ｌ個のサブブロックによって構成されるブロックのブロックアドレスを特定するＭ
ビットのデジタル情報と、前記ブロック内のＬ個のサブブロックのそれぞれに割り振られ
た番号を特定するＮビット（ＮはＬ以上の数値を表現可能なビット数）のデジタル情報と
が記録されており、
　前記記録層に含まれる前記複数のブロックの数が前記Ｍビットで表される最大値以下の
数であり、
　前記所定の光ディスクとは異なる種類の光ディスクは、
　データが記録されるトラックを含む記録層を少なくとも１つ有し、前記トラックが複数
のブロックに分割され、各ブロックがＬ個のサブブロックから構成され、
　前記Ｌ個のサブブロックの各々には、
　前記Ｌ個のサブブロックによって構成されるブロックのブロックアドレスを特定するＭ
ビットの第１のデジタル情報と、前記ブロック内のＬ個のサブブロックのそれぞれに割り
振られた番号を特定するＮビット（ＮはＬ以上の数値を表現可能なビット数）の値または
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前記予め割り振られた番号のうち最も大きい番号よりも大きい番号を特定するＮビットの
値である第２のデジタル情報とが記録されており、
　前記記録層に含まれる前記ブロックの数がＭビットで表される最大値より大きい数であ
り、かつ、
　前記ブロックアドレスの値がＭビットで表される最大値以下の場合には、
　　前記第１のデジタル情報は、前記ブロックアドレスを特定する値を示しており、
　　前記第２のデジタル情報は、前記各サブブロックに予め割り振られた番号を特定する
値を示しており、
　前記ブロックアドレスの値がＭビットで表される最大値より大きい場合には、
　　前記第１のデジタル情報は、前記各サブブロックに割り振られるサブブロック番号を
特定する値と、前記各サブブロックによって構成されるブロックのブロックアドレスの一
部を特定する値とを示しており、
　　前記第２のデジタル情報は、前記予め割り振られた番号のうち最も大きい番号よりも
大きい番号を特定する値を示す、光ディスク。
【請求項２】
　前記Ｌは、Ｎ－１ビットのデジタル値で表される最大値より大きく、かつＮビットのデ
ジタル値で表される最大値未満の数である、請求項１に記載の光ディスク。
【請求項３】
　前記Ｍビットの前記第１のデジタル情報のうち、下位Ｎビットは前記サブブロック番号
を特定する値を示しており、上位Ｍ－Ｎビットは前記ブロックアドレスの下位Ｍ－Ｎビッ
トを示している、請求項１に記載の光ディスク。
【請求項４】
　前記トラックに記録されたデータは、
　各々が前記複数のブロックの各々と同じデータサイズの複数のブロックに分割され、各
ブロックは複数のセクタから構成されており、
　前記データには、各ブロックのブロックアドレスを特定する第３のデジタル情報、およ
び、前記各ブロック内のセクタの番号を特定する第４のデジタル情報を少なくとも含む、
第５のデジタル情報が付加されている、請求項１に記載の光ディスク。
【請求項５】
　記録されるデータ容量が２５ギガバイト以上である、請求項１に記載の光ディスク。
【請求項６】
　前記第１のデジタル情報は１９ビットであり（Ｍ＝１９）、
　前記第２のデジタル情報は２ビットであり（Ｎ＝２）、
　下位ビットから順に前記第２のデジタル情報および前記第１のデジタル情報が配置され
ている、請求項１に記載の光ディスク。
【請求項７】
　前記ブロックアドレスの値が前記Ｍビットで表される最大値以下の場合には、前記第２
のデジタル情報は、前記各サブブロックに予め割り振られた番号を特定する値を、０ｘ０
から０ｘ２（１６進数表記）のいずれかで示しており、
　前記ブロックアドレスの値が前記Ｍビットで表される最大値より大きい場合には、前記
第２のデジタル情報は、前記各サブブロックに予め割り振られた番号のうち最も大きい番
号よりも大きい番号を特定する値を、０ｘ３で示している、請求項６に記載の光ディスク
。
【請求項８】
　トラックに照射するレーザの波長がλ、レーザをトラックに集光する対物レンズの開口
数がＮＡ、トラック上に記録される最短マーク長がＴｍおよび最短スペース長がＴｓであ
り、（Ｔｍ＋Ｔｓ）＜λ／（２ＮＡ）となる、請求項１に記載の光ディスク。
【請求項９】
　前記レーザの波長λが４００ｎｍから４１０ｎｍである、請求項８に記載の光ディスク
。
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【請求項１０】
　前記対物レンズの開口数ＮＡが０．８４から０．８６である、請求項８に記載の光ディ
スク。
【請求項１１】
　前記最短マーク長Ｔｍと最短スペース長Ｔｓを加算した長さＴｍ＋Ｔｓが、２３８．２
ｎｍ未満である、請求項８に記載の光ディスク。
【請求項１２】
　前記光ディスクに記録されるデータは１－７変調則を用いて変調され、最短マーク長は
２Ｔ、最短スペース長は２Ｔである、請求項８に記載の光ディスク。
【請求項１３】
　請求項１に記載の光ディスクに対し、データの記録および再生の少なくとも一方を行う
ことが可能な光ディスク装置であって、
　前記光ディスクに対して光ビームを放射し、反射光の光量に応じた再生信号を出力する
光ヘッドと、
　前記再生信号に基づいて、前記トラックに記録されている前記第１のデジタル情報およ
び前記第２のデジタル情報を再生するトラックアドレス再生回路と、
　再生された前記第１のデジタル情報および前記第２のデジタル情報から、前記ブロック
アドレスおよび前記サブブロックの番号を特定して、前記光ヘッドが前記光ビームを放射
するトラック位置を制御するプロセッサと、
　前記再生信号に基づくデータの再生、および、前記再生信号に基づく前記トラックへの
前記データの記録の少なくとも一方を行うために、前記光ヘッドから照射される前記光ビ
ームのパワーを制御する、データ記録・再生回路と
　を備えており、
　前記プロセッサは、
　前記第２のデジタル情報が、前記各サブブロックに予め割り振られた番号のいずれかを
特定する値を示しているときには、前記第１のデジタル情報によって示される前記ブロッ
クアドレスが前記Ｍビットで表される最大値以下の値であると判定し、
　前記第２のデジタル情報が、前記予め割り振られた番号のうち最も大きい番号よりも大
きい番号を特定する値を示しているときには、前記第１のデジタル情報によって示される
前記ブロックアドレスが前記Ｍビットで表される最大値より大きい値であると判定し、
　判定結果に基づいて、前記ブロックアドレスおよび前記サブブロックの番号を特定する
、光ディスク装置。
【請求項１４】
　請求項１に記載の光ディスクに対し、データの記録および再生の少なくとも一方を行う
ことが可能な光ディスク装置に組み込まれるチップ回路であって、
　前記光ディスク装置は、前記光ディスクに対して光ビームを放射し、反射光の光量に応
じた再生信号を出力する光ヘッドを備えており、
　前記チップ回路は、
　前記再生信号に基づいて、前記トラックに記録されている前記第１のデジタル情報およ
び前記第２のデジタル情報を再生するトラックアドレス再生回路と、
　再生された前記第１のデジタル情報および前記第２のデジタル情報から、前記ブロック
アドレスおよび前記サブブロックの番号を特定して、前記光ヘッドが前記光ビームを放射
するトラック位置を制御するプロセッサと、
　前記再生信号に基づくデータの再生、および、前記再生信号に基づく前記トラックへの
前記データの記録の少なくとも一方を行うために、前記光ヘッドから照射される前記光ビ
ームのパワーを制御する、データ記録・再生回路と
　を備えており、
　前記プロセッサは、
　前記第２のデジタル情報が、前記各サブブロックに予め割り振られた番号のいずれかを
特定する値を示しているときには、前記第１のデジタル情報によって示される前記ブロッ



(4) JP 5308334 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

クアドレスが前記Ｍビットで表される最大値以下の値であると判定し、
　前記第２のデジタル情報が、前記予め割り振られた番号のうち最も大きい番号よりも大
きい番号を特定する値を示しているときには、前記第１のデジタル情報によって示される
前記ブロックアドレスが前記Ｍビットで表される最大値より大きい値であると判定し、
　判定結果に基づいて、前記ブロックアドレスおよび前記サブブロックの番号を特定する
、チップ回路。
【請求項１５】
　請求項１に記載の光ディスクに対し、データの記録および再生の少なくとも一方を行う
ことが可能な光ディスク装置で実行されるアドレス再生方法であって、
　前記光ディスク装置は、前記光ディスクに対して光ビームを放射し、反射光の光量に応
じた再生信号を出力する光ヘッドを備えており、
　前記光ディスクに対して光ビームを放射し、反射光の光量に応じた再生信号を出力する
ステップと、
　前記再生信号に基づいて、前記トラックに記録されている前記第１のデジタル情報およ
び前記第２のデジタル情報を再生するステップと、
　再生された前記第１のデジタル情報および前記第２のデジタル情報から、前記ブロック
アドレスおよび前記サブブロックの番号を特定して、前記光ヘッドが前記光ビームを放射
するトラック位置を制御するステップと、
　前記再生信号に基づくデータの再生、および、前記再生信号に基づく前記トラックへの
前記データの記録の少なくとも一方を行うために、前記光ヘッドから照射される前記光ビ
ームのパワーを制御するステップと
　を包含し、
　前記制御するステップは、
　前記第２のデジタル情報が、前記各サブブロックに予め割り振られた番号のいずれかを
特定する値を示しているときには、前記第１のデジタル情報によって示される前記ブロッ
クアドレスが前記Ｍビットで表される最大値以下の値であると判定し、
　前記第２のデジタル情報が、前記予め割り振られた番号のうち最も大きい番号よりも大
きい番号を特定する値を示しているときには、前記第１のデジタル情報によって示される
前記ブロックアドレスが前記Ｍビットで表される最大値より大きい値であると判定し、
　判定結果に基づいて、前記ブロックアドレスおよび前記サブブロックの番号を特定する
、アドレス再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報記録媒体の所定の位置に情報を正しく記録再生するために用いるアドレ
ス情報のフォーマット、および該アドレス情報フォーマットに従った情報の記録再生の技
術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高密度の光ディスクの研究開発が盛んに行われている。現在、たとえば、Ｂｌｕ
－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ（ＢＤ）が提案、実用化され、デジタル放送の録画等に使用されるよ
うになり、光ディスクは重要な情報媒体としての地位を築きつつある。また更なる高密度
化の流れとして、ＢＤよりも記録密度を高めて記録容量を拡大する研究開発も行われてい
る。
【０００３】
　図１３は、従来の光ディスクにおいて、トラックに予め記録されているトラックアドレ
スのフォーマットの例を示している。なお、この図は、上述したＢＤのトラックアドレス
のフォーマットを示すものではない。
【０００４】
　トラックは、データの記録単位６４ｋＢ（キロバイト）毎にブロックに分けられて、順
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にブロックアドレス値が割り振られている。ブロックは、所定の長さのサブブロックに分
割され、６個のサブブロックで１ブロックを構成している。サブブロックは、前から順に
０から５までのサブブロック番号が割り振られている。
【０００５】
　ブロックアドレスを表す１８ビットのデジタル情報と、サブブロック番号を表す３ビッ
トのデジタル情報をあわせた合計２１ビットのデジタル情報が、サブブロック毎にトラッ
クに予め記録されている。当該従来の光ディスクの記録再生を行う光ディスク装置は、サ
ブブロック毎に前記２１ビットのデジタル情報を再生することにより、ブロックアドレス
とサブブロック番号を追従しながらターゲットブロックを検索し、ターゲットブロックに
対してデータの記録あるいは再生を行うことができる。
【０００６】
　図１４は、従来の光ディスクのアドレスフォーマットにより表現できるアドレス範囲と
データの記録容量の関係を示している。
【０００７】
　従来の光ディスクでは、図１３に示すとおりブロックアドレスとして１８ビットのデジ
タル情報が割り振られている。例えば記録容量が１５ギガバイト（ＧＢ）の場合、ブロッ
クアドレスの値は０００００から３９３８７（１６進数）の数で表されている。
【０００８】
　図１５は、従来の光ディスクにおいて、データ記録時にデータに付加されるデータアド
レスのアドレスフォーマットを示した図である。
【０００９】
　記録されるデータは、６４キロバイト（ｋＢ）毎にブロックに分割されて記録される。
データのブロックのサイズは、トラックが分割されたときのブロックと同じサイズを得る
。各ブロックはさらに２ｋＢ毎のセクタに分割される。その結果、１ブロックには３２個
のセクタが含まれる。
【００１０】
　連続する２つのセクタは、１つのデータユニットとして管理される。各データユニット
の先頭には４バイト（３２ビット）のデータアドレス情報が挿入されてトラックに記録さ
れる。図１５に示すとおり、従来のデータアドレス情報は、下位ビット側から、５ビット
のセクタ番号、１８ビットのブロックアドレス値、および９ビットの制御情報を含んでお
り、合計３２ビットで構成されている。なお、制御情報は、たとえば記録層が複数存在す
る場合の層情報を記述するために用いられる。
【００１１】
　データアドレスは各データユニットの先頭に付加される。よって、割り振られる下位５
ビットのセクタ番号は常に偶数になる。これは、最下位ビットの値が常に０となることを
意味する。
【００１２】
　１８ビットのブロックアドレス値は、トラックにあらかじめ記録されたブロックアドレ
スと同じ値であり、データを記録する対象となるブロックのブロックアドレス値が割り振
られる（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００２－３５２５２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　従来の光ディスクのアドレスフォーマットによれば、ブロックアドレスとして割り振ら
れるデジタル情報は１８ビットであり、図１４に示されように最大３ＦＦＦＦまでの値し
か表現できない。これは、拡張可能な記憶領域が１６．７ＧＢまでにしかならないことを
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意味する。これでは、大幅な記録容量の拡大の要望に対し、１６．７ＧＢ以上の容量を有
する光ディスクにまで拡張することができない。
【００１５】
　記録容量を拡大するために、トラックに記録するブロックアドレスを表すデジタル情報
を１９ビット以上に増やすと、アドレスフォーマットが従来の光ディスクと全く異なり互
換性がなくなってしまうため、新たなアドレスフォーマットに対応したハードウェア（光
ディスク装置、光ディスク製造装置）を実装する必要があり、大幅なコスト増加となって
しまう。
【００１６】
　また、同様に、データアドレスにおいてもブロックアドレスを表すデジタル情報は１８
ビットであるため、０００００から３ＦＦＦＦまでの範囲のブロックアドレスを表現でき
るにとどまり、容量を拡張することができない。
【００１７】
　本発明の目的は、従来の光ディスクのアドレスフォーマットと互換性を保ちつつ、従来
の光ディスクよりも大きい容量を管理可能なアドレスフォーマットを提供し、さらに、そ
のようなアドレスフォーマットにしたがって情報の記録・再生を行うことが可能な装置お
よび方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明による光ディスクは、データが記録されるトラックが複数のブロックに分割され
、各ブロックがＬ個のサブブロックから構成されている光ディスクであって、各サブブロ
ックには、前記各サブブロックによって構成されるブロックのブロックアドレスを特定す
るＭビットの第１のデジタル情報と、Ｌ以上の数値を表現可能なＮビットの第２のデジタ
ル情報とが記録されており、前記ブロックアドレスの値が閾値未満の場合には、前記第２
のデジタル情報は、前記各サブブロックに予め割り振られた番号を特定する値を示してお
り、前記ブロックアドレスの値が前記閾値以上の場合には、前記第２のデジタル情報は、
前記各サブブロックに予め割り振られた番号を特定する値以外の値を示している、あるい
は、前記ブロックアドレスの値が閾値以上の場合には、前記第２のデジタル情報は、前記
各サブブロックに予め割り振られた番号を特定する値を示しており、前記ブロックアドレ
スの値が前記閾値未満の場合には、前記第２のデジタル情報は、前記各サブブロックに予
め割り振られた番号を特定する値以外の値を示している。
【００１９】
　前記光ディスクは複数のデータが記録される層を有しており、偶数あるいは奇数の一方
の層では、前記ブロックアドレスの値が閾値未満の場合には、前記第２のデジタル情報は
、前記各サブブロックに予め割り振られた番号を特定する値を示しており、前記ブロック
アドレスの値が前記閾値以上の場合には、前記第２のデジタル情報は、前記各サブブロッ
クに予め割り振られた番号を特定する値以外の値を示しており、他方の層では、前記ブロ
ックアドレスの値が閾値以上の場合には、前記第２のデジタル情報は、前記各サブブロッ
クに予め割り振られた番号を特定する値を示しており、前記ブロックアドレスの値が前記
閾値未満の場合には、前記第２のデジタル情報は、前記各サブブロックに予め割り振られ
た番号を特定する値以外の値を示していてもよい。
【００２０】
　前記Ｌは、Ｎ－１ビットのデジタル値で表される最大値より大きく、かつＮビットのデ
ジタル値で表される最大値未満の数であってもよい。
【００２１】
　前記閾値は、前記Ｍビットのデジタル値で表される最大値である、あるいは前記Ｍビッ
トのデジタル値で表される最小値であってもよい。
【００２２】
　前記ブロックアドレスの値が前記閾値未満の場合には、前記第１のデジタル情報は前記
ブロックアドレスを特定する値を示しており、前記ブロックアドレスの値が前記閾値以上
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の場合には、前記第１のデジタル情報は、前記各サブブロックに割り振られるサブブロッ
ク番号を特定する値と、前記各サブブロックによって構成されるブロックのブロックアド
レスの一部を特定する値とを示している、あるいは、前記ブロックアドレスの値が前記閾
値以上の場合には、前記第１のデジタル情報は前記ブロックアドレスを特定する値を示し
ており、前記ブロックアドレスの値が前記閾値未満の場合には、前記第１のデジタル情報
は、前記各サブブロックに割り振られるサブブロック番号を特定する値と、前記各サブブ
ロックによって構成されるブロックのブロックアドレスの一部を特定する値とを示してい
てもよい。
【００２３】
　前記Ｍビットの前記第１のデジタル情報のうち、下位Ｎビットは前記サブブロック番号
を特定する値を示しており、上位Ｍ－Ｎビットは前記ブロックアドレスの下位Ｍ－Ｎビッ
トを示していてもよい。
【００２４】
　前記トラックに記録されたデータは、各々が前記複数のブロックの各々と同じデータサ
イズの複数のブロックに分割され、各ブロックは複数のセクタから構成されており、前記
データには、各ブロックのブロックアドレスを特定する第３のデジタル情報、および、前
記各ブロック内のセクタの番号を特定する第４のデジタル情報を少なくとも含む、第５の
デジタル情報が付加されていてもよい。
【００２５】
　前記第３のデジタル情報は（Ｍ＋１）ビットのデジタル情報であり、前記閾値以上のブ
ロックアドレスの値を表すことが可能である、あるいは前記閾値未満のブロックアドレス
の値を表すことが可能であってもよい。
【００２６】
　前記第５のデジタル情報は、前記セクタに分割された前記データに対して２セクタ毎に
付加されており、前記第５のデジタル情報に含まれる前記第３のデジタル情報は、前記ト
ラックにあらかじめ記録されている前記第１のデジタル情報と同じＭビットのデジタル情
報であり、前記第３のデジタル情報には、記録対象となる前記ブロックアドレスの下位Ｍ
ビットの値が割り振られており、前記第５のデジタル情報に含まれる前記第４のデジタル
情報は、記録対象となる前記ブロックアドレスの値が前記閾値未満の場合には、偶数およ
び奇数の一方の値を示しており、記録対象となる前記ブロックアドレスの値が前記閾値以
上の場合には、偶数および奇数の他方の値を示している、あるいは、記録対象となる前記
ブロックアドレスの値が前記閾値以上の場合には、偶数および奇数の一方の値を示してお
り、記録対象となる前記ブロックアドレスの値が前記閾値未満の場合には、偶数および奇
数の他方の値を示していてもよい。
【００２７】
　記録されるデータ容量が２５ギガバイト以上であってもよい。
【００２８】
　前記第１のデジタル情報は１９ビットであり（Ｍ＝１９）、前記第２のデジタル情報は
２ビットであり（Ｎ＝２）、下位ビットから順に前記第２のデジタル情報および前記第１
のデジタル情報が配置されていてもよい。
【００２９】
　前記ブロックアドレスの値が閾値未満の場合には、前記第２のデジタル情報は、前記各
サブブロックに予め割り振られた番号を特定する値を、０ｘ０から０ｘ２（１６進数表記
）のいずれかで示しており、前記ブロックアドレスの値が前記閾値以上の場合には、前記
第２のデジタル情報は、前記各サブブロックに予め割り振られた番号を特定する値を、０
ｘ３で示している、あるいは、前記ブロックアドレスの値が閾値以上の場合には、前記第
２のデジタル情報は、前記各サブブロックに予め割り振られた番号を特定する値を、０ｘ
０から０ｘ２（１６進数表記）のいずれかで示しており、前記ブロックアドレスの値が前
記閾値未満の場合には、前記第２のデジタル情報は、前記各サブブロックに予め割り振ら
れた番号を特定する値を、０ｘ３で示していてもよい。
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【００３０】
　トラックに照射するレーザの波長がλ、レーザをトラックに集光する対物レンズの開口
数がＮＡ、トラック上に記録される最短マーク長がＴｍおよび最短スペース長がＴｓであ
り、（Ｔｍ＋Ｔｓ）＜λ／（２ＮＡ）となっていてもよい。
【００３１】
　前記レーザの波長λが４００ｎｍから４１０ｎｍであってもよい。
【００３２】
　前記対物レンズの開口数ＮＡが０．８４から０．８６であってもよい。
【００３３】
　前記最短マーク長Ｔｍと最短スペース長Ｔｓを加算した長さＴｍ＋Ｔｓが、２３８．２
ｎｍ未満であってもよい。
【００３４】
　前記光ディスクに記録されるデータは１－７変調則を用いて変調され、最短マーク長は
２Ｔ、最短スペース長は２Ｔであってもよい。
【００３５】
　本発明による光ディスク装置は、上述の光ディスクに対し、データの記録および再生の
少なくとも一方を行うことが可能な光ディスク装置であって、前記光ディスクに対して光
ビームを放射し、反射光の光量に応じた再生信号を出力する光ヘッドと、前記再生信号に
基づいて、前記トラックに記録されている前記第１のデジタル情報および前記第２のデジ
タル情報を再生するトラックアドレス再生回路と、再生された前記第１のデジタル情報お
よび前記第２のデジタル情報から、前記ブロックアドレスおよび前記サブブロックの番号
を特定して、前記光ヘッドが前記光ビームを放射するトラック位置を制御するプロセッサ
と、前記再生信号に基づくデータの再生、および、前記再生信号に基づく前記トラックへ
の前記データの記録の少なくとも一方を行うために、前記光ヘッドから照射される前記光
ビームのパワーを制御する、データ記録・再生回路とを備えており、前記プロセッサは、
前記第２のデジタル情報が、前記各サブブロックに予め割り振られた番号のいずれかを特
定する値を示しているときには、前記第１のデジタル情報によって示される前記ブロック
アドレスが前記閾値未満の値であると判定し、前記第２のデジタル情報が、前記各サブブ
ロックに予め割り振られた番号のいずれかを特定する値以外の値を示しているときには、
前記第１のデジタル情報によって示される前記ブロックアドレスが前記閾値以上の値であ
ると判定し、あるいは、前記第２のデジタル情報が、前記各サブブロックに予め割り振ら
れた番号のいずれかを特定する値を示しているときには、前記第１のデジタル情報によっ
て示される前記ブロックアドレスが前記閾値以上の値であると判定し、前記第２のデジタ
ル情報が、前記各サブブロックに予め割り振られた番号のいずれかを特定する値以外の値
を示しているときには、前記第１のデジタル情報によって示される前記ブロックアドレス
が前記閾値未満の値であると判定し、判定結果に基づいて、前記ブロックアドレスおよび
前記サブブロックの番号を特定する。
【００３６】
　本発明によるチップ回路は、上述の光ディスクに対し、データの記録および再生の少な
くとも一方を行うことが可能な光ディスク装置に組み込まれるチップ回路であって、前記
光ディスク装置は、前記光ディスクに対して光ビームを放射し、反射光の光量に応じた再
生信号を出力する光ヘッドを備えており、前記チップ回路は、前記再生信号に基づいて、
前記トラックに記録されている前記第１のデジタル情報および前記第２のデジタル情報を
再生するトラックアドレス再生回路と、再生された前記第１のデジタル情報および前記第
２のデジタル情報から、前記ブロックアドレスおよび前記サブブロックの番号を特定して
、前記光ヘッドが前記光ビームを放射するトラック位置を制御するプロセッサと、前記再
生信号に基づくデータの再生、および、前記再生信号に基づく前記トラックへの前記デー
タの記録の少なくとも一方を行うために、前記光ヘッドから照射される前記光ビームのパ
ワーを制御する、データ記録・再生回路とを備えており、前記プロセッサは、前記第２の
デジタル情報が、前記各サブブロックに予め割り振られた番号のいずれかを特定する値を
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示しているときには、前記第１のデジタル情報によって示される前記ブロックアドレスが
前記閾値未満の値であると判定し、前記第２のデジタル情報が、前記各サブブロックに予
め割り振られた番号のいずれかを特定する値以外の値を示しているときには、前記第１の
デジタル情報によって示される前記ブロックアドレスが前記閾値以上の値であると判定し
、あるいは、前記第２のデジタル情報が、前記各サブブロックに予め割り振られた番号の
いずれかを特定する値を示しているときには、前記第１のデジタル情報によって示される
前記ブロックアドレスが前記閾値以上の値であると判定し、前記第２のデジタル情報が、
前記各サブブロックに予め割り振られた番号のいずれかを特定する値以外の値を示してい
るときには、前記第１のデジタル情報によって示される前記ブロックアドレスが前記閾値
未満の値であると判定し、判定結果に基づいて、前記ブロックアドレスおよび前記サブブ
ロックの番号を特定する。
【００３７】
　本発明によるアドレス再生方法は、上述の光ディスクに対し、データの記録および再生
の少なくとも一方を行うことが可能な光ディスク装置で実行されるアドレス再生方法であ
って、前記光ディスクに対して光ビームを放射し、反射光の光量に応じた再生信号を出力
するステップと、前記再生信号に基づいて、前記トラックに記録されている前記第１のデ
ジタル情報および前記第２のデジタル情報を再生するステップと、再生された前記第１の
デジタル情報および前記第２のデジタル情報から、前記ブロックアドレスおよび前記サブ
ブロックの番号を特定して、前記光ヘッドが前記光ビームを放射するトラック位置を制御
するステップと、前記再生信号に基づくデータの再生、および、前記再生信号に基づく前
記トラックへの前記データの記録の少なくとも一方を行うために、前記光ヘッドから照射
される前記光ビームのパワーを制御するステップとを包含し、前記制御するステップは、
前記第２のデジタル情報が、前記各サブブロックに予め割り振られた番号のいずれかを特
定する値を示しているときには、前記第１のデジタル情報によって示される前記ブロック
アドレスが前記閾値未満の値であると判定し、前記第２のデジタル情報が、前記各サブブ
ロックに予め割り振られた番号のいずれかを特定する値以外の値を示しているときには、
前記第１のデジタル情報によって示される前記ブロックアドレスが前記閾値以上の値であ
ると判定し、あるいは、前記第２のデジタル情報が、前記各サブブロックに予め割り振ら
れた番号のいずれかを特定する値を示しているときには、前記第１のデジタル情報によっ
て示される前記ブロックアドレスが前記閾値以上の値であると判定し、前記第２のデジタ
ル情報が、前記各サブブロックに予め割り振られた番号のいずれかを特定する値以外の値
を示しているときには、前記第１のデジタル情報によって示される前記ブロックアドレス
が前記閾値未満の値であると判定し、判定結果に基づいて、前記ブロックアドレスおよび
前記サブブロックの番号を特定する。
【００３８】
　また、前記課題を解決するため、本発明の光ディスクは、データを記録するトラックが
所定のデータ量に相当するブロック単位に分割され、前記ブロックはさらにＬ個のサブブ
ロックに分割され、前記トラックには、前記ブロック単位に割り振られるブロックアドレ
スとしてＭビットの第１のデジタル情報と、前記サブブロック単位に割り振られるサブブ
ロック番号としてＮビットの第２のデジタル情報の両方のデジタル情報が前記サブブロッ
ク毎に記録されている光ディスクであって、前記ブロックアドレスの値が所定の第１の閾
値未満の場合は、前記Ｎビットの第２のデジタル情報にＬ個の前記サブブロック番号に相
当する値を割り振り、前記ブロックアドレスの値が前記所定の第１の閾値以上の場合は、
前記Ｎビットの第２のデジタル情報の値に、前記ブロックアドレスの値が２のＭ乗未満の
場合に割り振ったＬ個の値以外の値を割り振ることを特徴とする。
【００３９】
　また、前記Ｌは、Ｎ－１ビットのデジタル値で表される最大値より大きく、かつＮビッ
トのデジタル値で表される最大値未満の数であってもよい。
【００４０】
　また、前記所定の第１の閾値は、Ｍビットのデジタル値で表される最大値であってもよ
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い。
【００４１】
　また、前記ブロックアドレスの値が前記所定の第１の閾値未満の場合は、前記Ｍビット
の第１のデジタル情報に前記ブロックアドレスの値と同じ値を割り振り、前記ブロックア
ドレスの値が前記所定の第１の閾値以上の場合は、前記Ｍビットの第１のデジタル情報の
下位Ｎビットに、前記ブロックアドレスの値が前記所定の第１の閾値未満の場合に割り振
ったＬ個の前記サブブロック番号に相当する値を同様に割り振り、前記Ｍビットの第１の
デジタル情報の上位Ｍ－Ｎビットに前記ブロックアドレスの下位Ｍ－Ｎビットの値を割り
振ってもよい。
【００４２】
　また、前記トラックに記録されるデータは、前記ブロックからさらに所定数のセクタに
分割され、前記トラックの記録対象となるブロックのブロックアドレスを表す第３のデジ
タル情報と、前記ブロック内の前記セクタの番号を表す第４のデジタル情報との両方を少
なくとも含む第５のデジタル情報が追加された後、前記トラックの記録対象となるブロッ
クに記録されてもよい。
【００４３】
　また、前記第３のデジタル情報はＭ＋１ビットのデジタル情報で前記所定の第１の閾値
以上の前記ブロックアドレスの値を表してもよい。
【００４４】
　また、前記第５のデジタル情報は、前記セクタに分割された前記データに対して２セク
タ毎に追加され、前記第５のデジタル情報に含まれる前記第３のデジタル情報は、前記ト
ラックにあらかじめ記録されている前記第１のデジタル情報と同じくＭビットのデジタル
情報で、記録対象となる前記ブロックアドレスの下位Ｍビットの値が割り振られ、前記第
５のデジタル情報に含まれる前記第４のデジタル情報は、記録対象となる前記ブロックア
ドレスの値が前記所定の第１の閾値未満の場合は偶数あるいは奇数のどちらか一方の値と
し、記録対象となる前記ブロックアドレスの値が前記所定の第１の閾値以上の場合は、前
記ブロックアドレスの値が前記所定の第１の閾値未満の場合とは異なるように、奇数ある
いは偶数としてもよい。
【００４５】
　本発明の光ディスク装置は、データを記録するトラックが所定のデータ量に相当するブ
ロック単位に分割され、前記ブロックはさらにＬ個のサブブロックに分割され、前記トラ
ックには、前記ブロック単位に割り振られるブロックアドレスとしてＭビットの第１のデ
ジタル情報と、前記サブブロック単位に割り振られるサブブロック番号としてＮビットの
第２のデジタル情報の両方のデジタル情報が前記サブブロック毎に記録されている光ディ
スクに対して、前記データの記録再生を行う光ディスク装置であって、前記データの記録
再生のために前記トラックに対するレーザ照射と反射光の検出を行うレーザ記録再生手段
と、前記反射光を検出した再生信号から前記トラックに記録されている前記第１のデジタ
ル情報と前記第２のデジタル情報を再生するアドレス再生手段と、再生された前記第１の
デジタル情報と前記第２のデジタル情報とから前記ブロックアドレスと前記サブブロック
番号を判定して、前記レーザ記録再生手段がレーザ照射するトラック位置を制御する記録
再生位置制御手段と、前記反射光を検出した再生信号からの前記データの再生、あるいは
前記トラックに前記データを記録するための前記レーザ記録再生手段のレーザ照射パワー
を制御するデータ記録再生手段とから構成され、前記記録再生位置制御手段は、前記第２
のデジタル情報の値がＬ個の前記サブブロック番号に相当する値の場合は前記第１のデジ
タル情報により表される前記ブロックアドレスが所定の第１の閾値未満の値であると判断
し、前記第２のデジタル情報の値がＬ個の前記サブブロック番号に相当する値以外の場合
は前記第１のデジタル情報により表される前記ブロックアドレスが前記所定の第１の閾値
以上の値であると判断してトラック位置の制御を行うことを特徴とする。
【００４６】
　また、前記Ｌは、Ｎ－１ビットのデジタル値で表される最大値より大きく、かつＮビッ
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トのデジタル値で表される最大値未満の数であってもよい。
【００４７】
　また、前記所定の第１の閾値は、Ｍビットのデジタル値で表される最大値であってもよ
い。
【００４８】
　また、前記記録再生位置制御手段は、前記ブロックアドレスの値が前記所定の第１の閾
値未満の値であると判断した場合は、前記Ｎビットの第２のデジタル情報を前記サブブロ
ック番号の値とし、前記Ｍビットの第１のデジタル情報を前記ブロックアドレスの値とし
て用い、前記ブロックアドレスの値が所定の第１の閾値以上の値であると判断した場合は
、前記Ｍビットの第１のデジタル情報の下位Ｎビットを前記サブブロック番号とし、前記
Ｍビットの第１のデジタル情報の上位Ｍ－Ｎビットを前記ブロックアドレスの値として用
いてもよい。
【００４９】
　また、前記記録再生位置制御手段は、前記ブロックアドレスの値が前記所定の第１の閾
値未満の値であると判断した場合は、前記Ｍビットの第１のデジタル情報と、さらに上位
に１ビットの０を付加した値を前記ブロックアドレスの値として用い、前記ブロックアド
レスの値が前記所定の第１の閾値以上の値であると判断した場合は、前記Ｍビットの第１
のデジタル情報の上位Ｍ－Ｎビットと、さらに上位にＮ＋１ビットの値を前記ブロックア
ドレスの値が連続した値となるように付加した値を前記ブロックアドレスの値として用い
てもよい。
【００５０】
　また、前記データの記録時において、前記データ記録再生手段は、前記トラックに記録
するデータを前記ブロックからさらに所定数のセクタに分割し、前記トラックの記録対象
となるブロックのブロックアドレスを表す第３のデジタル情報と、前記ブロック内の前記
セクタの番号を表す第４のデジタル情報との両方を少なくとも含む第５のデジタル情報を
追加した後、前記トラックの記録対象となるブロックに記録する制御を行ってもよい。
【００５１】
　また、前記第３のデジタル情報はＭ＋１ビットのデジタル情報で前記所定の第１の閾値
以上の前記ブロックアドレスの値を表してもよい。
【００５２】
　また、前記データの記録時において、前記データ記録再生手段は、前記セクタに分割し
た前記データに対して、２セクタ毎に前記第５のデジタル情報を追加し、前記第５のデジ
タル情報に含まれる前記第３のデジタル情報は、前記トラックにあらかじめ記録されてい
る前記第１のデジタル情報と同じくＭビットのデジタル情報で、記録対象となる前記ブロ
ックアドレスの下位Ｍビットの値が割り振られ、前記第５のデジタル情報に含まれる前記
第４のデジタル情報は、記録対象となる前記ブロックアドレスの値が前記所定の第１の閾
値未満の場合は偶数あるいは奇数のどちらか一方の値とし、記録対象となる前記ブロック
アドレスの値が前記所定の第１の閾値以上の場合は、前記ブロックアドレスの値が前記所
定の第１の閾値未満の場合とは異なるように、奇数あるいは偶数としてもよい。
【００５３】
　また、前記データは、前記ブロックからさらに所定数のセクタに分割され、前記トラッ
クの記録対象となるブロックのブロックアドレスを表す第３のデジタル情報と、前記ブロ
ック内の前記セクタの番号を表す第４のデジタル情報との両方を少なくとも含む第５のデ
ジタル情報が追加された後、前記トラックの記録対象となるブロックに記録されており、
前記データの再生時において、前記データ記録再生手段は、再生したデータから前記第３
のデジタル情報と前記第４のデジタル情報を抽出し、前記記録再生位置制御手段は、前記
トラックにあらかじめ記録されている前記第１のデジタル情報と前記第２のデジタル情報
が未だ再生できていない間に、前記データから抽出した前記第３のデジタル情報と前記第
４のデジタル情報が先に得られた場合は、前記データから抽出した前記第３のデジタル情
報と前記第４のデジタル情報を用いて再生するトラック位置の制御を行ってもよい。
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【００５４】
　また、前記第３のデジタル情報はＭ＋１ビットのデジタル情報で前記所定の第１の閾値
以上の前記ブロックアドレスの値を表してもよい。
【００５５】
　また、前記第５のデジタル情報は２セクタ毎に前記データに追加されてトラックに記録
されており、前記記録再生位置制御手段は、前記第５のデジタル情報に含まれる前記第４
のデジタル情報が偶数（あるいは奇数）の場合は前記ブロックアドレスの値が前記所定の
第１の閾値未満であると判断し、前記第５のデジタル情報に含まれる前記第４のデジタル
情報が逆に奇数（あるいは偶数）の場合は前記ブロックアドレスの値が前記所定の第１の
閾値以上と判断してもよい。
【００５６】
　また、前記記録再生位置制御手段は、再生した前記データから抽出した前記ブロックア
ドレスの値が前記所定の第１の閾値未満の値であると判断した場合は、前記第３のデジタ
ル情報と、さらに上位に１ビットの０を付加した値を前記ブロックアドレスの値として用
い、前記ブロックアドレスの値が前記所定の第１の閾値以上の値であると判断した場合は
、前記第３のデジタル情報と、さらに上位に１ビットの１を付加した値を前記ブロックア
ドレスの値として用いてもよい。
【００５７】
　本発明の光ディスク記録再生方法は、データを記録するトラックが所定のデータ量に相
当するブロック単位に分割され、前記ブロックはさらにＬ個のサブブロックに分割され、
前記トラックには、前記ブロック単位に割り振られるブロックアドレスとしてＭビットの
第１のデジタル情報と、前記サブブロック単位に割り振られるサブブロック番号としてＮ
ビットの第２のデジタル情報の両方のデジタル情報が前記サブブロック毎に記録されてい
る光ディスクに対して、前記データの記録再生を行う光ディスク記録再生方法であって、
前記データの記録再生のために前記トラックに対するレーザ照射と反射光の検出を行うレ
ーザ記録再生ステップと、前記反射光を検出した再生信号から前記トラックに記録されて
いる前記第１のデジタル情報と前記第２のデジタル情報を再生するアドレス再生ステップ
と、再生された前記第１のデジタル情報と前記第２のデジタル情報とから前記ブロックア
ドレスと前記サブブロック番号を判定して、前記レーザ記録再生ステップがレーザ照射す
るトラック位置を制御する記録再生位置制御ステップと、前記反射光を検出した再生信号
からの前記データの再生、あるいは前記トラックに前記データを記録するための前記レー
ザ記録再生ステップのレーザ照射パワーを制御するデータ記録再生ステップとから構成さ
れ、前記記録再生位置制御ステップは、前記第２のデジタル情報の値がＬ個の前記サブブ
ロック番号に相当する値の場合は前記第１のデジタル情報により表される前記ブロックア
ドレスが所定の第１の閾値未満の値であると判断し、前記第２のデジタル情報の値がＬ個
の前記サブブロック番号に相当する値以外の場合は前記第１のデジタル情報により表され
る前記ブロックアドレスが前記所定の第１の閾値以上の値であると判断してトラック位置
の制御を行うことを特徴とする。
【００５８】
　また、前記Ｌは、Ｎ－１ビットのデジタル値で表される最大値より大きく、かつＮビッ
トのデジタル値で表される最大値未満の数であってもよい。
【００５９】
　また、前記所定の第１の閾値は、Ｍビットのデジタル値で表される最大値であってもよ
い。
【００６０】
　また、前記記録再生位置制御ステップは、前記ブロックアドレスの値が前記所定の第１
の閾値未満の値であると判断した場合は、前記Ｎビットの第２のデジタル情報を前記サブ
ブロック番号の値とし、前記Ｍビットの第１のデジタル情報を前記ブロックアドレスの値
として用い、前記ブロックアドレスの値が所定の第１の閾値以上の値であると判断した場
合は、前記Ｍビットの第１のデジタル情報の下位Ｎビットを前記サブブロック番号とし、
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前記Ｍビットの第１のデジタル情報の上位Ｍ－Ｎビットを前記ブロックアドレスの値とし
て用いてもよい。
【００６１】
　また、前記記録再生位置制御ステップは、前記ブロックアドレスの値が前記所定の第１
の閾値未満の値であると判断した場合は、前記Ｍビットの第１のデジタル情報と、さらに
上位に１ビットの０を付加した値を前記ブロックアドレスの値として用い、前記ブロック
アドレスの値が前記所定の第１の閾値以上の値であると判断した場合は、前記Ｍビットの
第１のデジタル情報の上位Ｍ－Ｎビットと、さらに上位にＮ＋１ビットの値を前記ブロッ
クアドレスの値が連続した値となるように付加した値を前記ブロックアドレスの値として
用いてもよい。
【００６２】
　また、前記データの記録時において、前記データ記録再生ステップは、前記トラックに
記録するデータを前記ブロックからさらに所定数のセクタに分割し、前記トラックの記録
対象となるブロックのブロックアドレスを表す第３のデジタル情報と、前記ブロック内の
前記セクタの番号を表す第４のデジタル情報との両方を少なくとも含む第５のデジタル情
報を追加した後、前記トラックの記録対象となるブロックに記録する制御を行ってもよい
。
【００６３】
　また、前記第３のデジタル情報はＭ＋１ビットのデジタル情報で前記所定の第１の閾値
以上の前記ブロックアドレスの値を表してもよい。
【００６４】
　また、前記データの記録時において、前記データ記録再生ステップは、前記セクタに分
割した前記データに対して、２セクタ毎に前記第５のデジタル情報を追加し、前記第５の
デジタル情報に含まれる前記第３のデジタル情報は、前記トラックにあらかじめ記録され
ている前記第１のデジタル情報と同じくＭビットのデジタル情報で、記録対象となる前記
ブロックアドレスの下位Ｍビットの値が割り振られ、前記第５のデジタル情報に含まれる
前記第４のデジタル情報は、記録対象となる前記ブロックアドレスの値が前記所定の第１
の閾値未満の場合は偶数あるいは奇数のどちらか一方の値とし、記録対象となる前記ブロ
ックアドレスの値が前記所定の第１の閾値以上の場合は、前記ブロックアドレスの値が前
記所定の第１の閾値未満の場合とは異なるように、奇数あるいは偶数としてもよい。
【００６５】
　また、前記データは、前記ブロックからさらに所定数のセクタに分割され、前記トラッ
クの記録対象となるブロックのブロックアドレスを表す第３のデジタル情報と、前記ブロ
ック内の前記セクタの番号を表す第４のデジタル情報との両方を少なくとも含む第５のデ
ジタル情報が追加された後、前記トラックの記録対象となるブロックに記録されており、
前記データの再生時において、前記データ記録再生ステップは、再生したデータから前記
第３のデジタル情報と前記第４のデジタル情報を抽出し、前記記録再生位置制御ステップ
は、前記トラックにあらかじめ記録されている前記第１のデジタル情報と前記第２のデジ
タル情報が未だ再生できていない間に、前記データから抽出した前記第３のデジタル情報
と前記第４のデジタル情報が先に得られた場合は、前記データから抽出した前記第３のデ
ジタル情報と前記第４のデジタル情報を用いて再生するトラック位置の制御を行ってもよ
い。
【００６６】
　また、前記第３のデジタル情報はＭ＋１ビットのデジタル情報で前記所定の第１の閾値
以上の前記ブロックアドレスの値を表してもよい。
【００６７】
　また、前記第５のデジタル情報は２セクタ毎に前記データに追加されてトラックに記録
されており、前記記録再生位置制御ステップは、前記第５のデジタル情報に含まれる前記
第４のデジタル情報が偶数（あるいは奇数）の場合は前記ブロックアドレスの値が前記所
定の第１の閾値未満であると判断し、前記第５のデジタル情報に含まれる前記第４のデジ
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タル情報が逆に奇数（あるいは偶数）の場合は前記ブロックアドレスの値が前記所定の第
１の閾値以上と判断してもよい。
【００６８】
　また、前記記録再生位置制御ステップは、再生した前記データから抽出した前記ブロッ
クアドレスの値が前記所定の第１の閾値未満の値であると判断した場合は、前記第３のデ
ジタル情報と、さらに上位に１ビットの０を付加した値を前記ブロックアドレスの値とし
て用い、前記ブロックアドレスの値が前記所定の第１の閾値以上の値であると判断した場
合は、前記第３のデジタル情報と、さらに上位に１ビットの１を付加した値を前記ブロッ
クアドレスの値として用いてもよい。
【００６９】
　本発明の集積回路は、データを記録するトラックが所定のデータ量に相当するブロック
単位に分割され、前記ブロックはさらにＬ個のサブブロックに分割され、前記トラックに
は、前記ブロック単位に割り振られるブロックアドレスとしてＭビットの第１のデジタル
情報と、前記サブブロック単位に割り振られるサブブロック番号としてＮビットの第２の
デジタル情報の両方のデジタル情報が前記サブブロック毎に記録されている光ディスクを
再生した再生信号から、前記ブロックアドレスと前記サブブロック番号を検出する集積回
路であって、前記再生信号から前記トラックに記録されている前記第１のデジタル情報と
前記第２のデジタル情報を復調する復調手段と、復調された前記第１のデジタル情報と前
記第２のデジタル情報とから前記ブロックアドレスと前記サブブロック番号を判定するア
ドレス判定手段とから構成され、前記アドレス判定手段は、前記第２のデジタル情報の値
がＬ個の前記サブブロック番号に相当する値の場合は前記第１のデジタル情報により表さ
れる前記ブロックアドレスが所定の第１の閾値未満の値であると判定し、前記第２のデジ
タル情報の値がＬ個の前記サブブロック番号に相当する値以外の場合は前記第１のデジタ
ル情報により表される前記ブロックアドレスが所定の第１の閾値以上の値であると判定す
ることを特徴とする。
【００７０】
　また、前記Ｌは、Ｎ－１ビットのデジタル値で表される最大値より大きく、かつＮビッ
トのデジタル値で表される最大値未満の数であってもよい。
【００７１】
　また、前記所定の第１の閾値は、Ｍビットのデジタル値で表される最大値であってもよ
い。
【００７２】
　また、前記アドレス判定手段は、前記ブロックアドレスの値が前記所定の第１の閾値未
満の値であると判定した場合は、前記Ｎビットの第２のデジタル情報を前記サブブロック
番号の値とし、前記Ｍビットの第１のデジタル情報を前記ブロックアドレスの値として判
定し、前記ブロックアドレスの値が所定の第１の閾値以上の値であると判定した場合は、
前記Ｍビットの第１のデジタル情報の下位Ｎビットを前記サブブロック番号とし、前記Ｍ
ビットの第１のデジタル情報の上位Ｍ－Ｎビットを前記ブロックアドレスの値として判定
してもよい。
【００７３】
　また、前記アドレス判定手段は、前記ブロックアドレスの値が前記所定の第１の閾値未
満の値であると判定した場合は、前記Ｍビットの第１のデジタル情報と、さらに上位に１
ビットの０を付加した値を前記ブロックアドレスの値として判定し、前記ブロックアドレ
スの値が前記所定の第１の閾値以上の値であると判定した場合は、前記Ｍビットの第１の
デジタル情報の上位Ｍ－Ｎビットと、さらに上位にＮ＋１ビットの値を前記ブロックアド
レスの値が連続した値となるように付加した値を前記ブロックアドレスの値として判定し
てもよい。
【００７４】
　また、前記データの記録を行うための記録信号を生成するデータ記録手段をさらに設け
、前記データ記録手段は、前記トラックに記録するデータを前記ブロックからさらに所定
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数のセクタに分割し、前記トラックの記録対象となるブロックのブロックアドレスを表す
第３のデジタル情報と、前記ブロック内の前記セクタの番号を表す第４のデジタル情報と
の両方を少なくとも含む第５のデジタル情報を追加した後、前記トラックの記録対象とな
るブロックに記録する記録信号を出力してもよい。
【００７５】
　また、前記第３のデジタル情報はＭ＋１ビットのデジタル情報で前記所定の第１の閾値
以上の前記ブロックアドレスの値を表してもよい。
【００７６】
　また、前記データ記録手段は、前記セクタに分割した前記データに対して、２セクタ毎
に前記第５のデジタル情報を追加し、前記第５のデジタル情報に含まれる前記第３のデジ
タル情報は、前記トラックにあらかじめ記録されている前記第１のデジタル情報と同じく
Ｍビットのデジタル情報で、記録対象となる前記ブロックアドレスの下位Ｍビットの値が
割り振られ、前記第５のデジタル情報に含まれる前記第４のデジタル情報は、記録対象と
なる前記ブロックアドレスの値が前記所定の第１の閾値未満の場合は偶数あるいは奇数の
どちらか一方の値とし、記録対象となる前記ブロックアドレスの値が前記所定の第１の閾
値以上の場合は、前記ブロックアドレスの値が前記所定の第１の閾値未満の場合とは異な
るように、奇数あるいは偶数としてもよい。
【００７７】
　また、前記データは、前記ブロックからさらに所定数のセクタに分割され、前記トラッ
クの記録対象となるブロックのブロックアドレスを表す第３のデジタル情報と、前記ブロ
ック内の前記セクタの番号を表す第４のデジタル情報との両方を少なくとも含む第５のデ
ジタル情報が追加された後、前記トラックの記録対象となるブロックに記録されており、
前記再生信号から前記データの再生を行うデータ再生手段をさらに設け、前記データ再生
手段は、再生したデータから前記第３のデジタル情報と前記第４のデジタル情報を抽出し
、前記アドレス判定手段は、前記トラックにあらかじめ記録されている前記第１のデジタ
ル情報と前記第２のデジタル情報が未だ再生できていない間に、前記データから抽出した
前記第３のデジタル情報と前記第４のデジタル情報が先に得られた場合は、前記データか
ら抽出した前記第３のデジタル情報と前記第４のデジタル情報を用いてアドレスの判定を
行ってもよい。
【００７８】
　また、前記第３のデジタル情報はＭ＋１ビットのデジタル情報で前記所定の第１の閾値
以上の前記ブロックアドレスの値を表してもよい。
【００７９】
　また、前記第５のデジタル情報は２セクタ毎に前記データに追加されてトラックに記録
されており、前記アドレス判定手段は、前記第５のデジタル情報に含まれる前記第４のデ
ジタル情報が偶数（あるいは奇数）の場合は前記ブロックアドレスの値が前記所定の第１
の閾値未満であると判定し、前記第５のデジタル情報に含まれる前記第４のデジタル情報
が逆に奇数（あるいは偶数）の場合は前記ブロックアドレスの値が前記所定の第１の閾値
以上と判定してもよい。
【００８０】
　また、前記アドレス判定手段は、再生した前記データから抽出した前記ブロックアドレ
スの値が前記所定の第１の閾値未満の値であると判定した場合は、前記第３のデジタル情
報と、さらに上位に１ビットの０を付加した値を前記ブロックアドレスの値として判定し
、前記ブロックアドレスの値が前記所定の第１の閾値以上の値であると判定した場合は、
前記第３のデジタル情報と、さらに上位に１ビットの１を付加した値を前記ブロックアド
レスの値として判定してもよい。
【発明の効果】
【００８１】
　本発明によれば、ブロックアドレスの値が２のＭ乗未満の場合はＮビットの第２のデジ
タル情報にＬ個のサブブロック番号に相当する値を割り振り、ブロックアドレスの値が２
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のＭ乗以上の場合はＮビットの第２のデジタル情報の値にブロックアドレスの値が２のＭ
乗未満の場合に割り振ったＬ個の値以外の値を割り振ることにより、合計のビット数はそ
のままに、Ｍビットの第１のデジタル情報により表されるブロックアドレスの値が２のＭ
乗未満かどうかが示され、２のＭ乗以上の値であっても表現することが可能となる。
【００８２】
　また、サブブロック毎に記録するデジタル情報量は従来と変わらず、記録する値を変え
れば対応できるため、記録容量を拡大した光ディスクを製造する装置を大きく変更するこ
となくそのまま利用し製造コストの増大を防ぐことができる。
【００８３】
　また、同様に光ディスクにデータを記録再生する光ディスク装置においても、サブブロ
ック毎に記録されたデジタル情報を再生する処理は従来と変わらず、再生したデジタル情
報の値の処理方法を変えるだけで対応できるため、デジタル情報を再生するハードウェア
の変更は必要なく、システムの複雑化やハードウェア規模増大によるコスト増を防ぐこと
ができる。また、従来のアドレスフォーマットで表現できるアドレス領域内は従来と変わ
りはないため、容易に互換性を保つことができる。
【００８４】
　また、記録するデータに追加するデータアドレスも同様に２のＭ乗以上のブロックアド
レスを表すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】光ディスク１の物理的構成を示す図である。
【図２】（Ａ）および（Ｂ）は、本実施形態における光ディスク１のトラック２に予め記
録されているアドレスのフォーマットを示す図である。
【図３】光ディスクのデータ記録容量とブロックアドレスおよびアドレスフラグに記録さ
れる値の関係を示した図である。
【図４】（Ａ）および（Ｂ）は、それぞれ、本実施形態における光ディスクに記録される
データに対して付加されるデータアドレスのアドレスフォーマットを示した図である。
【図５】実施形態２による光ディスク装置３１０の構成を示すブロック図である。
【図６】光ディスク装置３１０の判定処理の手順を示すフローチャートである。
【図７】（Ａ）および（Ｂ）は、媒体付与アドレスと、光ディスク装置３１０によって算
出されるアドレス（ドライブ算出アドレス）との対応関係を示す図である。
【図８】（Ａ）は従来の記録密度のＢＤの例を示す図であり、（Ｂ）は、ＢＤよりも高い
記録密度の高密度ディスクの例を示す図である。
【図９】ＢＤのデータアドレスフォーマット９０を示す図である。
【図１０Ａ】高密度ディスクにおける媒体付与アドレスと、光ディスク装置３１０によっ
て算出されるドライブ算出アドレスとの対応関係を示す図である。
【図１０Ｂ】高密度ディスクにおける媒体付与アドレスと、光ディスク装置３１０によっ
て算出されるドライブ算出アドレスとの対応関係を示す図である。
【図１０Ｃ】高密度ディスクにおける媒体付与アドレスと、光ディスク装置３１０によっ
て算出されるドライブ算出アドレスとの対応関係を示す図である。
【図１０Ｄ】高密度ディスクにおける媒体付与アドレスと、光ディスク装置３１０によっ
て算出されるドライブ算出アドレスとの対応関係を示す図である。
【図１１】実施形態３にかかる拡張フォーマットによって記述可能なアドレス値と最大記
録可能領域との関係を示す図である。
【図１２】従来の記録密度のＢＤにおけるＯＴＦカットオフと最短記録マークとの関係を
示す。
【図１３】従来の光ディスクにおいて、トラックに予め記録されているトラックアドレス
のフォーマットの例を示す図である。
【図１４】従来の光ディスクのアドレスフォーマットにより表現できるアドレス範囲とデ
ータの記録容量の関係を示す図である。
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【図１５】従来の光ディスクにおいて、データ記録時にデータに付加されるデータアドレ
スのアドレスフォーマットを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００８６】
　以下、本発明に係る光ディスクあるいは光ディスク装置の実施形態について説明する。
【００８７】
　（実施形態１）
　図１は、光ディスク１の物理的構成を示す。円盤状の光ディスク１には、たとえばスパ
イラル状に多数のトラック２が形成されており、各トラック２には細かく分けられた多数
のセクタが形成されている。なお、後述するように、各トラック２には予め定められたサ
イズのブロック３を単位としてデータが記録される。
【００８８】
　本実施形態による光ディスク１は、従来の光ディスクよりも情報記録層１層あたりの記
録容量が拡張されている。記録容量の拡張は、たとえば光ディスクに記録される記録マー
クのマーク長をより短くすることによって実現される。
【００８９】
　記録容量の拡張に対応して、本実施形態ではアドレスの記述方法も拡張している。たと
えば、従来の光ディスクの情報記録層１層あたりの記録容量が１６．７ＧＢであるとする
（図１４）。このとき、トラックアドレスおよびデータアドレスを表すためのブロックア
ドレスは１８ビットで表されている（図１３および図１５）。なお、アドレス値は合計２
１ビットで記述されており、その内訳は上位１８ビットのブロックアドレスと下位３ビッ
トのアドレスフラグである。
【００９０】
　これに対し、本実施形態による光ディスク１の情報記録層１層あたりの記録容量は２１
ＧＢに拡張されている。トラックアドレスおよびデータアドレスを表すためのブロックア
ドレスの記述方法は以下のとおりである。
【００９１】
　まず、０から１６．７ＧＢまでの記録領域に対応するアドレスの記述方法は、従来と同
様である。従来の光ディスクとの互換性が確保されているため、既存の機器は本実施形態
による光ディスクからデータを読み出し、またデータを書き込むことができる。
【００９２】
　一方、１６．７ＧＢを超える記録領域（以下「拡張領域」と呼ぶ。）に対するアドレス
の記述方法は、（１）下位３ビットのアドレスフラグとして従来の光ディスクでは記述さ
れ得ない値を記述することにより、拡張領域のアドレスが記述されていることを表し、（
２）上位１８ビットで、拡張領域を特定するアドレスの一部を表す。「アドレスの一部」
である理由は、１８ビットというビット数では拡張領域のアドレス全体を記述できないた
めである。そのため、拡張領域の読み出し時には、完全なアドレスを特定する特別な処理
を行う必要がある。この処理は「仮想ビットの付加」として後に詳細に説明する。
【００９３】
　なお、上述の実施形態において、トラックに対するアドレス値の記録方法は、トラック
の蛇行（ウォブリング）、トラック間のピット、トラック上のビットによって実現され得
る。
【００９４】
　図２（Ａ）および（Ｂ）は、本実施形態における光ディスク１のトラック２に予め記録
されているアドレスのフォーマットを示す図である。
【００９５】
　データは６４ｋＢのデータ量毎にエラー訂正符号化処理が行われたブロック３を単位と
してトラック２に記録される。トラック２にはブロック単位でブロックアドレスが割り振
られている。
【００９６】
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　各ブロックは、６個のサブブロックに分割され、各サブブロックには前から順に０から
５のサブブロック番号が割り振られている。トラック２には、サブブロック毎にブロック
アドレス値とサブブロック番号とをあわせた２１ビットのアドレス値が予め記録されてい
る。なお、図示されている「仮想ビット」は後述する実施形態２にかかる光ディスク装置
がアドレスを特定する処理を行う際に付加するものであり、光ディスク１に記述されてい
るものではない。
【００９７】
　図２（Ａ）は、本実施形態による、ブロックアドレスの値が０００００から３ＦＦＦＦ
までの領域のためのアドレスフォーマットを示している。
【００９８】
　サブブロック毎に記録されている２１ビットのアドレス値は、ブロックアドレス（上位
１８ビット）とアドレスフラグ（下位３ビット）を表している。１８ビットのブロックア
ドレスには、各ブロックに対応した０００００から３ＦＦＦＦまでのブロックアドレスの
値がそのまま記録されている。アドレスフラグ３ビットには、各サブブロックの０から５
のサブブロック番号の値がそのまま記録されている。
【００９９】
　上述のように、１つのブロックに含まれるサブブロックの数は６つであるため、サブブ
ロック番号は０から５までの範囲内の整数になる。本実施形態においては、３ビットのア
ドレスフラグによって表された数が０から５までの範囲内の整数である場合には、上位１
８ビットは０００００から３ＦＦＦＦまでのブロックアドレスを示している。
【０１００】
　なお、アドレスフラグの「３ビット」は、サブブロック数６（数値としては０から５）
を表現可能なビット数として定められている。一般化すると、アドレスフラグがＮビット
として規定されるとき、サブブロック数Ｌは、Ｎ－１ビットのデジタル値で表される最大
値より大きく、かつＮビットのデジタル値で表される最大値未満の数である。
【０１０１】
　以上のように、ブロックアドレスの値が１８ビットで表現できる０００００から３ＦＦ
ＦＦまでの範囲内であれば、本実施形態による光ディスク１に記録されている２１ビット
のアドレス値の内容は、従来の光ディスクのアドレスフォーマットと同じである。これに
より、本実施形態による光ディスク１は、容易に従来の光ディスクとの互換性を保つこと
が可能となっている。
【０１０２】
　図２（Ｂ）は、本実施形態による、ブロックアドレスの値が４００００から４ＦＦＦＦ
までの拡張領域用のアドレスフォーマットを示している。
【０１０３】
　トラック２がブロック３から構成され、各ブロック３が６つのサブブロック０～５から
構成される点は、図２（Ａ）と同じである。また、サブブロック毎に記録されている２１
ビットのアドレス値が、ブロックアドレス１８ビットとアドレスフラグ３ビットから構成
されることは、ブロックアドレスの値が０００００から３ＦＦＦＦまでの領域と同様であ
る。
【０１０４】
　ただし、図２（Ｂ）においては、アドレスフラグ３ビットに「６」または「７」が記録
されている。図２（Ａ）に関連して説明したように、「６」または「７」はサブブロック
番号として取り得ない値である。そこで、アドレスフラグ３ビットが「６」または「７」
を示しているときは、ブロックアドレスの値が０００００から３ＦＦＦＦではないこと、
すなわちブロックアドレスの値が４００００以上であることを示すことができる。換言す
れば、アドレスフラグ３ビットに０から５までの数値以外の数値が記述されているときは
、アドレスフラグを拡張領域が存在することを示すフラグとして規定できる。なお、ブロ
ックアドレスの値が４００００から４７ＦＦＦまでの領域に対してはアドレスフラグとし
て"６"が記録され、ブロックアドレスの値が４８０００から４ＦＦＦＦまでの領域に対し
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てはアドレスフラグとして"７"が記録される。
【０１０５】
　３ビットのアドレスフラグよりも上位に配された１８ビットは、サブブロック番号を記
録する下位側３ビットとブロックアドレスの値を記録する上位側１５ビットとに分けられ
、それぞれ新たな意味を示すものとして利用される。下位側３ビットには、各サブブロッ
クの０から５までのサブブロック番号の値がそのまま記録されている。上位側１５ビット
には、ブロックアドレスの値の下位１５ビット分の値がそのまま記録されている。ブロッ
クアドレスの値が４００００から４７ＦＦＦまでに対応して００００から７ＦＦＦ、同様
に４８０００から４ＦＦＦＦに対応して００００から７ＦＦＦの値となる。
【０１０６】
　以上のように、ブロックアドレスの値が１８ビットでそのまま表現できる４００００未
満か、表現できない４００００以上かによって、アドレスフラグ３ビットを使い分けるこ
とにより、サブブロック毎に記録するアドレス値の総ビット数２１ビットを変えることな
く、ブロックアドレスの空間を拡大することが可能となる。
【０１０７】
　図３は、光ディスクのデータ記録容量とブロックアドレスおよびアドレスフラグに記録
される値の関係を示した図である。従来では、２１ビットのアドレス値によりデータ記録
容量は１６．７ＧＢまでしか対応できなかったが、本実施形態によれば、２１ＧＢまで拡
大できることがわかる。
【０１０８】
　また、サブブロック毎に記録するアドレス値の総ビット数２１ビットはそのままである
ため、光ディスク製造装置において、従来に比較し、記録するアドレス値の値を変えるだ
けで容易に対応することができる。同様に、本発明の光ディスクに対し記録再生を行う光
ディスク装置においても、アドレス値を再生信号から復調する回路は従来と変わらず、ブ
ロックアドレスの値が４００００以上の場合における復調された値に対する判定処理を変
更するのみで容易に対応することができる。
【０１０９】
　光ディスク１のトラック２に予め記録されているアドレスの記述方法が拡張されたこと
に対応して、データに付加されるアドレスの記述方法も変更する必要がある。そこで次に
、データに付加されるアドレスのフォーマットを説明する。
【０１１０】
　図４（Ａ）および（Ｂ）は、それぞれ、本実施形態における光ディスクに記録されるデ
ータに対して付加されるデータアドレスのアドレスフォーマットを示した図である。
【０１１１】
　データは、６４ｋＢ毎にブロックに分割され、ブロックはさらに２ｋＢ毎に３２個のセ
クタに分割されて記録される。２セクタはまとめてデータユニットとして取り扱われ、各
データユニットの先頭に４バイト（３２ビット）のデータアドレス情報が挿入されてトラ
ックに記録される。既に説明したように、従来のデータアドレス情報は、５ビットのセク
タ番号、１８ビットのブロックアドレス値、記録層が複数ある場合の層情報などに用いる
９ビットの制御情報の合計３２ビットで構成されており、１８ビットのブロックアドレス
値は、トラックにあらかじめ記録されたブロックアドレスと同じ値であり、データを記録
する対象となるブロックのブロックアドレス値が割り振られる。ブロックアドレスを表す
デジタル情報は１８ビットであるため、０００００から３ＦＦＦＦまでのブロックアドレ
スにしか対応できない。
【０１１２】
　図４（Ａ）は、ブロックアドレスの値が０００００から４ＦＦＦＦまで必要となる、本
実施形態に対応したデータアドレスフォーマットを示している。層情報などを記述するた
めの制御情報として９ビットを利用することが可能であるが、本実施形態においては９ビ
ットのうちの１ビットをブロックアドレスの最上位の追加ビットとして扱っている。その
ように扱うことが可能な理由は、９ビット全てが制御情報として利用される必要はないた
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めである。これにより、合計１９ビットのブロックアドレスの値として、０００００から
４ＦＦＦＦまでの値を表すことができる。
【０１１３】
　図４（Ｂ）は、図４（Ａ）とは異なる方法で０００００から４ＦＦＦＦまでのブロック
アドレスの値を表現する、本実施形態による他のデータアドレスフォーマットを示してい
る。データアドレスはデータユニット毎に先頭に付加されるため、割り振られるセクタ番
号は常に偶数である。よって、従来の光ディスクでは最下位ビットの値は常に０であった
。そこで、従来セクタ番号を表していた５ビットを分割し、最下位１ビットをデータアド
レスフラグとし、上位４ビットをデータユニット番号とする。データアドレスフラグは、
記録すべきブロックアドレスの値が０００００から３ＦＦＦＦまでのときは０とし、４０
０００から４ＦＦＦＦまでのときは１とする。
【０１１４】
　以上のように、トラック２にあらかじめ記録されたブロックアドレスに対応して、デー
タアドレスのブロックアドレスも空間を拡大することができる。
【０１１５】
　また、従来の光ディスクと比較しても合計ビット数は変わらない。よって、本実施形態
の光ディスクに対しデータの記録・再生を行うことが可能な光ディスク装置においても、
データアドレス値を再生信号から復調する回路として従来と同じ回路を採用することがで
きるため、コストが大幅に増加することもない。本実施形態による光ディスクは従来の光
ディスクと親和性が高く、容易に導入することが可能である。
【０１１６】
　なお、上述の実施形態において、アドレスフォーマットのビット数など具体的な例を示
したが、これに限定されるものではない。後に実施形態３として、他のビット数のアドレ
スフォーマットを説明する。
【０１１７】
　なお、上述の実施形態において、ブロックアドレスが４００００から４７ＦＦＦの領域
ではアドレスフラグの値を６とし、ブロックアドレスが４８０００から４ＦＦＦＦの領域
ではアドレスフラグの値を７としたが、これに限定されるものではない。
【０１１８】
　なお、上述の実施形態において、データを記録可能な光ディスクの例を示したが、デー
タがあらかじめ記録されている再生のみ可能な光ディスクであってもよい。
【０１１９】
　なお、上述の実施形態において、データアドレスフラグが１であればブロックアドレス
が４００００以上であるとしたが、これに限定されるものではない。データアドレスフラ
グが０のとき、ブロックアドレスが４００００以上であるとしてもよい。ただし、０また
は１（より一般的には奇数または偶数）のいずれにおいて「ブロックアドレスが４０００
０以上」を示しているかを予め定めておくことが好ましい。
【０１２０】
　（実施形態２）
　図５は、本実施形態による光ディスク装置３１０の構成を示すブロック図である。光デ
ィスク装置３１０は、光ディスク３００からデータを再生し、光ディスク３００にデータ
を記録することが可能である。なお、データの記を記録する機能は必須ではなく、光ディ
スク装置３１０は、再生専用の光ディスクプレーヤーであってもよい。このときは、後述
する光ディスク装置３１０のデータ記録再生回路の機能のうち、記録データの受け取りお
よび光ディスク３００への書き込み処理を行う機能は不要である。
【０１２１】
　光ディスク３００の構成は図１に示す光ディスク１と同じである。よって、光ディスク
３００のトラックにも、予め図２に示すとおりのフォーマットでアドレスが記録されてい
る。トラックは蛇行して形成されており、蛇行の周波数あるいは位相の変調によりアドレ
ス値が記録されている。
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【０１２２】
　光ディスク装置３１０は、光ヘッド３０１、モータ３０２、サーボ回路３０３、トラッ
クアドレス再生回路３０４、ＣＰＵ３０５、データ記録再生回路３０６、データアドレス
再生回路３０７を備えている。
【０１２３】
　サーボ回路３０３、トラックアドレス再生回路３０４、ＣＰＵ３０５、データ記録再生
回路３０６、データアドレス再生回路３０７は、１つのチップ回路（光ディスクコントロ
ーラ）３０８として実装されている。なお、これらの全てが１チップ化されていなくても
よい。たとえば、サーボ回路３０３は含まれなくてもよい。または、トラックアドレス再
生回路３０４を光ヘッド３０１内に組み込んでもよい。さらに、これらを１チップ化せず
に個々の回路として別々に設けてもよい。上述の光ディスク３００は光ディスク装置３１
０から取り外し可能であるため、光ディスク装置３１０の必須の構成要素ではないことに
留意されたい。
【０１２４】
　光ヘッド３０１は、光ディスク３００に光ビームを照射し、トラックを走査しながら光
ディスク３００からの反射光量を検出して反射光量に応じた電気信号（再生信号）を出力
する。いずれも図示されないが、光ヘッド３０１には、光ビームを放射する光源と、光ビ
ームを集束させるレンズと、光ディスク３００の情報記録層で反射した光ビームを受けて
、再生信号を出力する受光部が設けられている。
【０１２５】
　モータ３０２は、光ディスク３００を指定された回転数で回転させる。
【０１２６】
　サーボ回路３０３は、光ヘッド３０１からの再生信号から光ビームのトラックへの集光
状態に応じたサーボエラー信号を生成し、サーボエラー信号を用いて、トラックにおける
光ヘッド３０１からの光ビームの集光状態、トラックの走査状態が最適になるように制御
を行う。また、光ビームを照射する光ディスク３００上の半径位置（たとえばトラック位
置）およびモータ３０２の回転数を最適に制御する。
【０１２７】
　トラックアドレス再生回路３０４は、光ヘッド３０１からの再生信号から光ディスク３
００のトラックの蛇行に応じたウォブル信号を抽出し、ウォブル信号からトラックに予め
記録された２１ビットのアドレス値を復調する。また、トラック上のブロック単位および
サブブロック単位の同期位置の検出も行う。
【０１２８】
　ＣＰＵ３０５は、トラックアドレス再生回路３０４で復調されたアドレス値を得て、サ
ーボ回路３０３に指示してデータの記録および再生を行うブロックを検索し、検索したブ
ロック位置においてデータ記録再生回路３０６に対し記録動作、再生動作の指示を出す。
これにより、データ記録再生回路３０６は、行おうとしている記録動作または再生動作に
適合した照射パワーで、光ヘッド３０１がレーザを照射するよう制御する。
【０１２９】
　なお、後に図６を参照しながら説明するように、本実施形態においては、トラックアド
レス再生回路３０４から得られるアドレス値の算出処理をＣＰＵ３０５が行うとしている
。しかしながら、この判定処理は、トラックアドレス再生回路３０４によっておこなわれ
てもよい。
【０１３０】
　データ記録再生回路３０６は、ＣＰＵ３０５からデータ記録の指示を受けたとき、記録
データに対しエラー訂正符号の付加、所定のフォーマットに従ったデータアドレスの付加
、および、データ変調処理を施して記録信号を生成する。そしてデータ記録再生回路３０
６は、トラックアドレス再生回路３０４で検出された同期位置のタイミングに従って、指
定されたブロックに対して記録信号に応じたマークがトラック上に記録されるよう光ヘッ
ド３０１の光ビームの強度を制御する。これにより、データが光ディスク３００の情報記
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録層に記録される。
【０１３１】
　またデータ記録再生回路３０６は、ＣＰＵ３０５からデータ再生の指示を受けたとき、
トラックアドレス再生回路３０４で検出した同期位置のタイミングに従って、指定された
ブロックにおいて、光ヘッド３０１から出力された再生信号から光ディスク３００のトラ
ック上に記録されたマークに応じたデータ信号を抽出する。そしてデータ記録再生回路３
０６は、データ信号から前述の記録動作のデータ変調に従ったデータ復調を行い、さらに
エラー訂正処理を行って再生データを出力する。
【０１３２】
　データアドレス再生回路３０７は、データ記録再生回路３０６における再生動作時に、
データ記録時に付加されたデータアドレスをデータ復調結果から抽出する。そしてデータ
アドレス再生回路３０７は、トラック上の傷などによりデータ信号に異常が発生したとき
のデータ復調のタイミングずれの検出や、タイミングの補正を行う。
【０１３３】
　次に図６を参照しながら、ＣＰＵ３０５におけるトラックアドレス再生回路３０４から
得られるアドレス値の判定処理（算出処理）を説明する。図６は、光ディスク装置３１０
の判定処理の手順を示すフローチャートである。
【０１３４】
　光ディスク３００のトラックに予め記録されているアドレス（「媒体付与アドレス」と
も称する。）についてのアドレスフォーマットは、既に説明したように図２（Ａ）または
図２（Ｂ）のとおりである。
【０１３５】
　まずステップＳ１において、ＣＰＵ３０５は、トラックアドレス再生回路３０４から得
られたアドレス値を参照して、復調された２１ビットのアドレス値の下位３ビットのアド
レスフラグの値を特定する。アドレスフラグの値は、下記（１）から（３）のいずれかの
値、すなわち（１）０から５の範囲内の整数、（２）６、または（３）７、のいずれかの
値を取り得る。
【０１３６】
　アドレスフラグの値が０から５の範囲内である場合、アドレスフォーマットは、図２（
Ａ）に示すとおりである。ステップＳ１１において、ＣＰＵ３０５はアドレスフラグの値
をサブブロック番号であると判定する。さらにＣＰＵ３０５は、ブロックアドレスの値は
０００００から３ＦＦＦＦまでの範囲内であると判定し、残りの上位１８ビットの値をブ
ロックアドレスの値の下位１８ビットの値とする。ステップＳ１２において、ＣＰＵ３０
５は、１８ビットの値のさらに上位に１ビット分の０を仮想ビットとして追加し、合計１
９ビットの値をブロックアドレス値とする。
【０１３７】
　アドレスフラグの値が６の場合、アドレスフォーマットは、図２（Ｂ）に示すとおりで
ある。ステップＳ２１において、ＣＰＵ３０５は、アドレスフラグのさらに上位の３ビッ
トをサブブロック番号と判定し、ブロックアドレスの値は４００００から４７ＦＦＦの範
囲内であると判定し、残りの上位１５ビットの値をブロックアドレスの下位１５ビットの
００００から７ＦＦＦの値とする。そしてステップＳ２２において、ＣＰＵ３０５は、１
５ビットの値のさらに上位に４ビットの仮想ビットを追加し、アドレスフラグの値が６の
場合はその値を８（１６進数）とすることにより、合計１９ビットのブロックアドレスの
値とする。例えば図２（Ｂ）においては、アドレスフラグが"６"のとき、記録されている
アドレス値２１ビットは、００００５６（１６進数）となる。しかしながら、上記判定処
理により、ブロックアドレスは４０００１、サブブロック番号は２と解釈される。
【０１３８】
　一方、アドレスフラグの値が７の場合においても、アドレスフォーマットは、図２（Ｂ
）に示すとおりとなる。ステップＳ３１において、ＣＰＵ３０５は、アドレスフラグのさ
らに上位の３ビットをサブブロック番号と判定する。そして、ＣＰＵ３０５は、ブロック
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アドレスの値は４８０００から４ＦＦＦＦの範囲内であると判定し、残りの上位１５ビッ
トの値をブロックアドレスの下位１５ビットの００００から７ＦＦＦの値とする。ステッ
プＳ３２において、ＣＰＵ３０５は、１５ビットの値のさらに上位に４ビットの仮想ビッ
トを追加し、アドレスフラグの値が７の場合はその値を９（１６進数）とすることにより
、合計１９ビットのブロックアドレスの値とする。例えば、記録されているアドレス値２
１ビットが００００５７（１６進数）の場合、上記判定処理により、ブロックアドレスが
４８００１、サブブロック番号が２と解釈される。
【０１３９】
　図７（Ａ）および（Ｂ）は、媒体付与アドレスと、光ディスク装置３１０によって算出
されるアドレス（以下「ドライブ算出アドレス」と記述する。）との対応関係を示す。
【０１４０】
　図７（Ａ）は、ブロックアドレス０ｘ２０００５の場合の、媒体付与アドレスと対応関
係を示す。
【０１４１】
　媒体付与アドレスの下位３ビットで示されるアドレスフラグの値は２であるため（図６
の処理（１））、ＣＰＵ３０５は、下位３ビットで示される値をサブブロック番号である
と判定する（ステップＳ１１）。また、ＣＰＵ３０５は、媒体付与アドレスの上位１８ビ
ット（下位４ビットから最上位ビットまで）については、最上位ビットよりもさらに上位
に値が０の１ビット（"０"）を仮想的に加え、１９ビットを使ってブロックアドレスが０
ｘ２０００５として採用する（ステップＳ１２）。
【０１４２】
　図７（Ｂ）は、ブロックアドレス０ｘ４０００１の場合の、媒体付与アドレスと対応関
係を示す。
【０１４３】
　媒体付与アドレスの下位３ビットで示されるアドレスフラグの値は６であるため、ＣＰ
Ｕ３０５は、このアドレスは、４００００から４７ＦＦＦまでの拡張領域のブロックアド
レスであることがわかる（図６の処理（２））。
【０１４４】
　まず、ＣＰＵ３０５は、下位３ビットのアドレスフラグのさらに上位３ビット（下位３
ビットから下位５ビットまで）で示される値をサブブロック番号として判定する（ステッ
プＳ２１）。この例ではサブブロック番号は「２」である。また、ＣＰＵ３０５は、媒体
付与アドレスの上位１５ビット（下位６ビットから最上位ビットまで）については、最上
位ビットよりもさらに上位に値が８の４ビット（"１０００"）を仮想的に加え、計１９ビ
ットを使ってブロックアドレスが０ｘ４０００１を示すものとして採用する（ステップＳ
２２）。
【０１４５】
　なお、図７（Ｂ）では、ブロックアドレスの値が４００００から４７ＦＦＦまでの範囲
内に入る例を説明した。媒体付与アドレスの下位３ビットで示されるアドレスフラグの値
が７であり、アドレスが４８０００から４ＦＦＦＦまでの範囲内に入ることを示している
場合には、ＣＰＵ３０５は、値が９の４ビット（"１００１"）を仮想的に加えてアドレス
を算出すればよい。
【０１４６】
　ＣＰＵ３０５が以上のアドレス値の判定処理を行うことにより、トラックアドレス再生
回路３０４におけるアドレス値の復調処理として従来の光ディスクに対するアドレス値の
復調処理と同じ処理を行えばよい。新たな回路や処理を追加する必要はないため、データ
の記録あるいは再生を行うターゲットとなるブロックの検索を容易に行うことができる。
【０１４７】
　アドレス値の判定処理の後、当該アドレスに記録されたデータの読み出し、または、当
該アドレスに対するデータの記録が行われる。以下では、データの記録に関する処理を説
明する。
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【０１４８】
　データ記録再生回路３０６は、記録されるデータに対し、図４（Ａ）または図４（Ｂ）
に示すアドレスフォーマットにしたがったアドレスを付加する。
【０１４９】
　データがブロック毎に分割され、さらにセクタ毎にも分割される点は、実施形態１にお
いて図４を参照しながら説明したとおりである。
【０１５０】
　図４（Ａ）に示すデータアドレスフォーマットを採用する場合には、データ記録再生回
路３０６は、制御情報のビット数を９ビットではなく８ビットとし、１ビットをブロック
アドレスの最上位の追加ビットとして利用する。これにより、合計１９ビットのブロック
アドレスの値として、０００００から４ＦＦＦＦまでの値を表すことができる。なお、制
御情報のビット数を９ビットにしない理由は、先に説明したとおり、９ビット全てが制御
情報として利用される必要はないためである。
【０１５１】
　図４（Ｂ）に示すデータアドレスフォーマットを採用する場合には、データ記録再生回
路３０６は、従来セクタ番号を表していた５ビットを分割し、最下位１ビットをデータア
ドレスフラグとし、上位４ビットをデータユニット番号として利用する。データ記録再生
回路３０６は、記録すべきブロックアドレスの値が０００００から３ＦＦＦＦまでのとき
はデータアドレスフラグを０とし、４００００から４ＦＦＦＦまでのときはデータアドレ
スフラグを１とする。従来の光ディスクでは、データアドレスがデータユニット毎に先頭
に付加されるため、割り振られるセクタ番号は常に偶数であった。すなわち、最下位ビッ
トは常に０であった。通常は０であるはずの最下位ビットを１として、その他のビットの
解釈を実施形態１に説明したように変更することにより、従来のアドレスフォーマットと
同じビット数で、アドレス４００００から４ＦＦＦＦまでをカバーするよう拡張すること
ができる。
【０１５２】
　データアドレスにおいても、合計３２ビットは変えていないため、データアドレス再生
回路３０７の大きな変更は必要なく、ＣＰＵ３０５におけるデータアドレスの確認処理の
み変更すればよく、容易にデータ記録容量の拡大に対応することができる。
【０１５３】
　データ記録再生回路３０６は、データの記録時は上述の図４（Ａ）または図４（Ｂ）の
いずれかのデータフォーマット従ってデータアドレスをデータに付加し、データ変調処理
を施して記録信号を生成する。
【０１５４】
　また、データの再生時においては、データ記録再生回路３０６は、データ信号から前述
の記録動作のデータ変調に従ったデータ復調を行った復調結果から、データアドレス情報
３２ビットを抽出してＣＰＵ３０５に通知する。ＣＰＵ３０５は、図４（Ａ）あるいは（
Ｂ）のデータアドレスフォーマットに従ってブロックアドレスとセクタ番号あるいはデー
タユニット番号を確認する。ＣＰＵ３０５は、トラックアドレス再生回路３０４によるト
ラックにあらかじめ記録されているブロックアドレスの再生が未だできていない間に、先
にデータアドレスによるブロックアドレスが再生された場合、データアドレスのブロック
アドレスを用いて再生を行うブロックの検索動作を行う。
【０１５５】
　以上のように、データが未記録の領域ではトラックにあらかじめ記録されているブロッ
クアドレスを用い、データが既に記録されている領域では、トラックにあらかじめ記録さ
れているブロックアドレスあるいはデータアドレスのどちらか先に再生されたアドレスを
用いることにより、データの記録再生における検索動作の時間を短縮することが可能とな
る。
【０１５６】
　なお、上述の実施形態において、データアドレスの最上位追加ビットとして従来の制御
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情報の４ビットの最上位ビットを使用することとしたが、他のビットであってもよい。
【０１５７】
　（実施形態３）
　上述の実施形態においては、予め記録されたアドレスおよび記録されるデータアドレス
のアドレスフォーマットの一例を示した。
【０１５８】
　本実施形態においては、予め記録されたアドレスおよび記録されるデータアドレスのア
ドレスフォーマットの例を説明する。
【０１５９】
　図８（Ａ）は従来の記録密度のＢＤの例を示す。本実施形態において「従来の記録密度
」とは、情報記録層１層当たり２５ＧＢを想定している。
【０１６０】
　ＢＤでは、レーザ波長は４０５ｎｍ、対物レンズの開口数（Ｎｕｍｅｒｉｃａｌ　Ａｐ
ｅｒｔｕｒｅ；ＮＡ）は０．８５、トラックに記録される最短記録マーク２Ｔの長さは１
４９ｎｍである。
【０１６１】
　一方、図８（Ｂ）は、ＢＤよりも高い記録密度の光ディスク（以下「高密度ディスク」
と記述する。）の例を示す。高密度ディスクでは、情報記録層１層当たり３３．４ＧＢ、
すなわち従来の記録密度の１．３３６倍を想定している。
【０１６２】
　ＢＤと同様、高密度ディスクで用いられるレーザ波長は４０５ｎｍ、対物レンズのＮＡ
は０．８５である。ただし、トラックに記録される最短記録マーク２Ｔの長さは１１１．
５ｎｍとなり、ＢＤよりも短い。これにより、ＢＤより高記録密度を実現している。
【０１６３】
　光ビームで記録マークを再生した際の再生信号振幅は、記録マークが短くなるにしたが
って低下し、光学的な分解能の限界でゼロとなる。この記録マークの周期の逆数を空間周
波数といい、空間周波数と再生信号振幅の関係をＯＴＦ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｔｒａｎｓｆ
ｅｒ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）という。再生信号振幅は、空間周波数が高くなるにしたがって
ほぼ直線的に低下し、ゼロになる。再生信号振幅がゼロになる限界（周波数）を「ＯＴＦ
カットオフ」という。
【０１６４】
　ＯＴＦカットオフは、レーザ波長λ、対物レンズの開口数ＮＡ、記録最短マーク長Ｔｍ
および最短スペース長Ｔｓから決まる。Ｔｍ＋Ｔｓがλ／（２ＮＡ）と等しい条件が光学
的分解能の限界であり、Ｔｍ＋Ｔｓがこれより小さくなるとＯＴＦカットオフを超えるこ
とになる。
【０１６５】
　図１２は、従来の記録密度のＢＤにおけるＯＴＦカットオフと最短記録マークとの関係
を示す。従来の記録密度のＢＤの最短記録マークは、ＯＴＦカットオフに対して８０％程
度であり、再生信号振幅は約１０％となっていることが分かる。最短記録マークの空間周
波数がＯＴＦカットオフを超える記録密度は、ＢＤでは約３１ＧＢまたは約３２ＧＢ相当
になる。図８（Ｂ）で想定した記録密度はこれを超える。
【０１６６】
　本実施形態による高密度ディスクのアドレスフォーマットは、０から２５ＧＢまでの記
録領域については、ＢＤのアドレスフォーマットと互換性を持たせるように策定されてい
る。すなわち、高密度ディスクのアドレスフォーマットで利用されるビット数は、ＢＤの
アドレスフォーマットで利用されるビット数と同じである。２５ＧＢ以上の領域について
も、ディスク上はＢＤのアドレスフォーマットと同じビット数であるが、拡張されたアド
レスフォーマットでアドレスを記述している。
【０１６７】
　以下、ＢＤのトラックに対するアドレスフォーマットおよび記録データに付加されるア
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ドレスフォーマットを説明する。まず記録データに付加されるアドレスフォーマットを説
明し、その後、トラックに対するアドレスフォーマットとともに、再生装置によるアドレ
スの算出方法を説明する。
【０１６８】
　図９は、ＢＤのデータアドレスフォーマット９０を示している。記録データに付加され
るデータアドレスは、データユニット毎に挿入される。１データユニットは２セクタであ
る。
【０１６９】
　ＢＤでは、データアドレスは３２ビットで表される。内訳は以下のとおりである。上位
から順に、ビット番号３１～２８はフラグビットが割り当てられている。フラグビットと
は、ＢＤのファイル管理領域（図示せず）に設けられている欠陥管理リストに、欠陥デー
タアドレスを登録する際に付加される。ビット番号２７は未使用のリザーブビットである
。
【０１７０】
　ビット番号２６～２４は情報記録層の層番号を表す。ビット番号２３～５はブロックア
ドレス番号を表す。ビット番号４～１は当該ブロック内におけるデータユニット番号を表
す。ビット番号４～１にさらにビット番号０を加えた５ビットは、当該ブロック内におけ
るセクタ番号を表す。
【０１７１】
　ビット番号０のビット値は、"０"に固定されている。これは、図４（Ａ）に示される最
下位ビットの値が"０"に固定されていることと共通する。
【０１７２】
　本実施形態においては、上述のＢＤのアドレスフォーマットを拡張して、高密度ディス
クのアドレスフォーマットを構築している。そこで、図５に示す光ディスク装置３１０が
、高密度ディスクに記録されたアドレスから、拡張されたアドレスを算出する処理を説明
する。
【０１７３】
　図１０Ａ～図１０Ｄは、高密度ディスクにおける媒体付与アドレスと、光ディスク装置
３１０によって算出されるアドレス（以下「ドライブ算出アドレス」と記述する。）との
対応関係を示す。
【０１７４】
　以下、図７（Ａ）および（Ｂ）に記載された媒体付与アドレスと、図１０Ａおよび図１
０Ｂに記載された媒体付与アドレスとの相違点を説明する。相違点は２つである。
【０１７５】
　第１の相違点は、たとえば図１０Ａに示すように、ＢＤおよび高密度ディスクにおいて
は最上位のビットから３ビット分（ビット番号２３～２１）が層番号情報を示しているこ
とである。第０層のとき"０００"となり、第１層のとき"００１"となる。この相違に起因
して、仮想的に付加されるビットの位置も相違する。
【０１７６】
　図１０Ａは、層番号０、ブロックアドレス０ｘ２０００Ａ、サブブロック番号０ｘ２の
ときの、媒体付与アドレスとドライブ算出アドレスとの関係を示している。
【０１７７】
　図１０Ａに示す例では、ＣＰＵ３０５は、ビット番号２１の位置にビット"０"を仮想的
に付加し、ビット番号２１から２までの２０ビットをブロックアドレスとして採用する。
そして、媒体付与アドレス２３から２１までのビットを、それぞれ１ずつビット番号を繰
上げ、ビット番号２４から２２までを層番号を示す情報として採用する。
【０１７８】
　図１０Ｂは、層番号０、ブロックアドレス０ｘ８０００１、サブブロック番号２のとき
の、媒体付与アドレスとドライブ算出アドレスとの関係を示している。
【０１７９】
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　図１０Ｂに示す例では、ＣＰＵ３０５は、媒体付与アドレスのビット番号４から２０ま
でのビットのさらに上位にビット数３のビット"１００"を仮想的に付加し、ビット番号２
１から２までの２０ビットをブロックアドレスとして採用する。そして、媒体付与アドレ
ス２３から２１までのビットを、それぞれ１ずつビット番号を繰上げ、ビット番号２４か
ら２２までを層番号を示す情報として採用する。
【０１８０】
　図１０Ａおよび図１０Ｂは、いずれも層番号０の例を示している。次は、２層目の情報
記録層の例を説明する。
【０１８１】
　高密度ディスクでは、物理アドレスはたとえば半径２４ｍｍでの値が決められている。
層番号０のＬ０層の場合は内周から外周へ向かってデータが記録されていくので外周側の
アドレス値が大きい側でアドレス拡張が必要となる。
【０１８２】
　しかし、層番号１のＬ１層の場合は、データは外周から内周へ向かって記録され、内周
側の半径２４ｍｍでのアドレス値がＬ０層の同位置のビット反転として決められるため、
アドレス拡張は外周側のアドレス値が小さい側で必要となる。
【０１８３】
　これを考慮すると、仮想追加ビットは、アドレスフラグが０～２のときは層番号の最下
位ビット（ＬＳＢ）の１ビットとなる。また、アドレスフラグが３のときであって、層番
号のＬＳＢが"０"のときは、仮想追加ビットは"１００"となり、層番号のＬＳＢが"１"の
ときは、仮想追加ビットは"０１１"となる。
【０１８４】
　図１０Ｃは、層番号１、ブロックアドレス０ｘＥ２００Ａ、サブブロック番号０ｘ２の
ときの、媒体付与アドレスとドライブ算出アドレスとの関係を示している。
【０１８５】
　図１０Ｃに示す例では、ＣＰＵ３０５は、ビット番号２１の位置にビット"１"を仮想的
に付加し、ビット番号２１から２までの２０ビットをブロックアドレスとして採用する。
そして、媒体付与アドレス２３から２１までのビットを、それぞれ１ずつビット番号を繰
上げ、ビット番号２４から２２までを層番号を示す情報として採用する。
【０１８６】
　図１０Ｄは、層番号１、ブロックアドレス０ｘ７０００１、サブブロック番号２のとき
の、媒体付与アドレスとドライブ算出アドレスとの関係を示している。
【０１８７】
　図１０Ｄに示す例では、ＣＰＵ３０５は、媒体付与アドレスのビット番号４から２０ま
でのビットのさらに上位にビット数３のビット"０１１"を仮想的に付加し、ビット番号２
１から２までの２０ビットをブロックアドレスとして採用する。そして、媒体付与アドレ
ス２３から２１までのビットを、それぞれ１ずつビット番号を繰上げ、ビット番号２４か
ら２２までを層番号を示す情報として採用する。
【０１８８】
　図７（Ａ）および（Ｂ）の例では、光ディスク装置３１０のＣＰＵ３０５は、最上位ビ
ットのさらに上位に１ビットまたは４ビットを仮想的に付加してブロックアドレスが算出
したが、本実施形態では、仮想的に付加されるビットの位置が最上位ビットのさらに上位
ではないことに留意されたい。
【０１８９】
　第２の相違点は、たとえば図１０Ａおよび図１０Ｂに示すように、ＢＤおよび高密度デ
ィスクにおいては、アドレスフラグには２ビットが割り当てられている。これは、ＢＤで
は１ブロックに３つのサブブロックが含まれることに起因している。よって、アドレスフ
ラグによって示されるサブブロック番号が０（０ｘ０）から２（０ｘ２）のときＢＤ互換
のアドレスフォーマットとなり、０ｘ３のときが拡張領域を示すアドレスフォーマットに
なる。前者の場合には図１０Ａの算出処理が行われ、後者の場合には図１０Ｂの算出処理
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が行われる。
【０１９０】
　上述のようにＢＤのアドレスフォーマットを拡張することにより、記述可能なアドレス
を増加させることができる。
【０１９１】
　図１１は、第０層における本実施形態の拡張フォーマットによって記述可能なアドレス
値と最大記録可能領域との関係を示す。
【０１９２】
　なお、情報記録層において、ブロックアドレス０ｘ０８０００よりも小さいブロックア
ドレスが付与された記録領域は、ファイル管理領域や記録学習領域として割り当てられて
いる。一方、ブロックアドレス０ｘ０８０００以降のブロックアドレスが付与された記録
領域にはユーザデータが記録される。
【０１９３】
　ＢＤでは、とり得るブロックアドレスの最大値が０ｘ７ＦＦＦＦであり、１ブロックあ
たり６５５３６Ｂのユーザデータが記録されるので、最大記録可能容量は約３２．２ＧＢ
となる。一方、拡張領域を有する高密度ディスクでは、ブロックアドレスの最大値が０ｘ
９ＦＦＦＦまで拡大される。本実施形態による高密度ディスクでは、情報記録層１層当た
り３３．４ＧＢであるとしたが、上述の拡張フォーマットによれば、４０．８ＧＢの記録
容量までアドレスを指定できる。
【０１９４】
　なお、本実施形態においては、高密度ディスクの記録可能容量は、情報記録層１層当た
り３３．４ＧＢであるとした。しかしこれは例である。たとえば３０ＧＢ、３３ＧＢ、３
３．３ＧＢであってもよいし、３４ＧＢ以上であってもよい。
【０１９５】
　以上、実施形態１から３を説明した。
【０１９６】
　なお、上述の実施形態において、トラックに対するアドレス値の記録はトラックの蛇行
（ウォブリング）によるものとしたが、これに限定されるものではなく、トラック間のピ
ット、トラック上のビットによっても実現されうるものである。
【０１９７】
　また、上述の実施形態において、データアドレスフラグが１であればブロックアドレス
が４００００以上であるとしたが、これに限定されるものではない。
【０１９８】
　なお、上述の実施形態において、データを記録可能な光ディスクに対する光ディスク装
置の例を示したが、データがあらかじめ記録されている再生のみ可能な光ディスクに対す
る光ディスク装置であってもよい。
【０１９９】
　なお、本発明の光ディスク装置の構成要素は集積回路であるＬＳＩとして実現され得る
。光ディスク装置が備える構成要素は個別に１チップ化されてもよいし、一部または全て
を含むように１チップ化されてもよい。
【０２００】
　ここでは、集積回路をＬＳＩと呼んだが、集積度の違いにより、ＩＣ、ＬＳＩ、スーパ
ーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【０２０１】
　また、本発明の集積回路はＬＳＩに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサ
で実現してもよい。ＬＳＩ製造後にプログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　
Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や
設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
【０２０２】
　さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路
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化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。
バイオ技術の適応等が可能性としてあり得る。
【０２０３】
　なお最後に、本発明の光ディスクの一例として、ＢＤ（ブルーレイディスク）について
、簡単に補足説明をする。ブルーレイディスクの主な光学定数と物理フォーマットについ
ては、「ブルーレイディスク読本」（オーム社出版）やブルーレイアソシエーションのホ
ームページ（http://www.blu-raydisc.com/）に掲載されているホワイトペーパに開示さ
れている。
【０２０４】
　ＢＤでは、波長４０５ｎｍ（誤差範囲の許容値を±５ｎｍとすれば、４００～４１０ｎ
ｍ）のレーザ光およびＮＡ＝０．８５（誤差範囲の許容値を±０．０１とすれば、０．８
４～０．８６）の対物レンズを用いる。トラックピッチは０．３２μｍであり、チャネル
クロック周波数はＢＤ標準転送レート（１Ｘ）において６６ＭＨｚ（６６．０００Ｍｂｉ
ｔ／ｓ）であり、ＢＤ４Ｘの転送レートでは２６４ＭＨｚ（２６４．０００Ｍｂｉｔ／ｓ
）、ＢＤ６Ｘの転送レートでは３９６ＭＨｚ（３９６．０００Ｍｂｉｔ／ｓ）、ＢＤ８Ｘ
の転送レートでは５２８ＭＨｚ（５２８．０００Ｍｂｉｔ／ｓ）である。標準線速度（基
準線速度、１Ｘ）は４．９１７ｍ／ｓｅｃである。
【０２０５】
　保護層（カバー層）の厚みに関しては、開口数を上げ焦点距離が短くなるのに伴い、ま
たチルトによるスポット歪みの影響を抑えられるよう、ＤＶＤの０．６ｍｍに対して、よ
り薄い保護層、例えば媒体の総厚み１．２ｍｍ程度のうち、保護層の厚みを１０～２００
μｍ（より具体的には、１．１ｍｍ程度の基板に、単層ディスクならば０．１ｍｍ程度の
透明保護層、二層ディスクならば０．０７５ｍｍ程度の保護層に０．０２５ｍｍ程度の中
間層（ＳｐａｃｅｒＬａｙｅｒ）としてもよい。三層以上のディスクならば保護層及び／
又は中間層の厚みはさらに薄くなる。
【０２０６】
　また、このように薄い保護層への傷つき防止のため、保持領域（Ｃｌａｍｐ　Ａｒｅａ
）の外側または内側に突起部を設けてもよい。特に保持領域の内側に設けた場合、保護層
の傷つき防止に加え、ディスクの中心穴に近い部分に突起部があるため、突起部の重量バ
ランスによる回転スピンドル（モータ）への負荷を軽減することや、光ヘッドは保持領域
の外側にある情報記録領域にアクセスするため保持領域の内側に突起部を設けることで突
起部と光ヘッドとの衝突を回避することができる。
【０２０７】
　そして、保持領域の内側に設けた場合、例えば外径１２０ｍｍのディスクにおける具体
的な位置は次のようにしてもよい。仮に中心穴の直径が１５ｍｍ、保持領域が直径２３ｍ
ｍから３３ｍｍの範囲内とした時、中心穴と保持領域の間、つまり直径１５ｍｍから２３
ｍｍの範囲内に突起部を設けることになる。その際、中心穴からある程度の距離を設けて
もよく（例えば中心穴の縁端から０．１ｍｍ以上（又は／及び０．１２５ｍｍ以下）離し
てもよい）。また、保持領域からある程度の距離を設けてもよい（例えば保持領域の内端
から０．１ｍｍ以上（又は／及び０．２ｍｍ以下）離してもよい）。また、中心穴の縁端
と保持領域の内端の両方からある程度の距離を隔てて設けてもよい（具体的な位置として
、例えば、直径１７．５ｍｍから２１．０ｍｍの範囲内に突起部を設けてもよい）。なお
、突起部の高さとしては、保護層の傷つきにくさや持ち上げ易さのバランスを考慮して決
めればよいが、高くしすぎても別の問題が発生するかも知れないので、例えば、保持領域
から０．１２ｍｍ以下の高さとしてもよい。
【０２０８】
　また、多層の積層の構成に関しては、例えば、レーザ光を保護層の側から入射して情報
が再生及び／又は記録される片面ディスクとすると、記録層を二層以上にする場合、基板
と保護層の間には複数の記録層が設けられることになるが、その場合における多層構造を
次のようにしてもよい。つまり、光入射面から所定の距離を隔てた最も奥側の位置に基準
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層（Ｌ０）を設け、基準層から光入射面側に層を増やすように積層（Ｌ１，Ｌ２，・・・
，Ｌｎ）し、また光入射面から基準層までの距離を単層ディスクにおける光入射面から記
録層までの距離と同じ（例えば０．１ｍｍ程度）にする等である。このように層の数に関
わらず最奥層までの距離を一定にすることで、基準層へのアクセスに関する互換性を保つ
ことができ、また最奥層が最もチルトの影響を受けるが層数の増加に伴い最奥層までの距
離が増加することがなくなるため、層数の増加に伴うチルト影響の増加を抑えることが可
能となる。
【０２０９】
　また、スポットの進行方向／再生方向に関しては、例えば、全ての層において同じ、つ
まり全層にて内周方向から外周方向、又は全層にて外周方向から内周方向、というパラレ
ル・パスであっても、オポジット・パス（基準層（Ｌ０）を内周側から外周側の方向とし
た場合、Ｌ１では外周側から内周側の方向、Ｌ２では内周側から外周側の方向、つまり、
Ｌｍ（ｍは０及び偶数）では内周側から外周側の方向、Ｌｍ＋１では外周側から内周側の
方向（又は、Ｌｍ（ｍは０及び偶数）では外周側から内周側の方向、Ｌｍ＋１では内周側
から外周側の方向）というように層が切り替わる毎に再生方向が逆になる）であってもよ
い。
【０２１０】
　次に、記録信号の変調方式について簡単に述べる。データ（オリジナルのソースデータ
／変調前のバイナリデータ）を記録媒体に記録する場合、所定のサイズに分割され、さら
に所定のサイズに分割されたデータは所定の長さのフレームに分割され、フレーム毎に所
定のシンクコード／同期符号系列が挿入される（フレームシンク領域）。フレームに分割
されたデータは、記録媒体の記録再生信号特性に合致した所定の変調則に従って変調され
たデータ符号系列として記録される（フレームデータ領域）。
【０２１１】
　ここで変調則としては、マーク長が制限されるＲＬＬ（ＲｕｎＬｅｎｇｔｈＬｉｍｉｔ
ｅｄ）符号化方式などでもよく、ＲＬＬ（ｄ，ｋ）と表記した場合、１と１の間に出現す
る０が最小ｄ個，最大ｋ個であることを意味する（ｄおよびｋは、ｄ＜ｋを満たす自然数
である）。例えばｄ＝１，ｋ＝７の場合、Ｔを変調の基準周期とすると、最短が２Ｔ、最
長が８Ｔの記録マーク及びスペースとなる。またＲＬＬ（１，７）変調に更に次の［１］
［２］の特徴を加味した１－７ＰＰ変調としてもよい。１－７ＰＰの“ＰＰ”とは、Pari
ty preserve／Prohibit Repeated Minimum Transition Lengthの略で、［１］最初のＰで
あるParity preserveは、変調前のソースデータビットの“１”の個数の奇偶（すなわちP
arity）と、それに対応する変調後ビットパターンの“１”の個数の奇偶が一致している
ことを意味し、［２］後ろの方のＰであるProhibit Repeated Minimum Transition Lengt
hは、変調後の記録波形の上での最短マーク及びスペースの繰り返し回数を制限（具体的
には、２Ｔの繰り返し回数を最大６回までに制限）する仕組みを意味する。
【０２１２】
　一方、フレーム間に挿入されるシンクコード／同期符号系列には前述の所定の変調則は
適用されないので、その変調則によって拘束される符号長以外のパターンを含ませること
が可能となる。このシンクコード／同期符号系列は、記録されたデータを再生するときの
再生処理タイミングを決定するもののため、次のようなパターンが含まれてもよい。
【０２１３】
　データ符号系列との識別を容易にするという観点からは、データ符号系列には出現しな
いパターンを含ませてもよい。例えば、データ符号系列に含まれる最長マーク／スペース
よりも長いマーク又はスペースやそのマークとスペースの繰り返しである。変調方式が１
－７変調の場合、マークやスペースの長さは２Ｔ～８Ｔに制限されるので、８Ｔよりも長
い９Ｔ以上のマーク又はスペースや、９Ｔマーク／スペースの繰り返し等である。
【０２１４】
　同期引き込み等の処理を容易にするという観点からは、マーク／スペースの遷移を多く
発生させるパターンを含ませてもよい。例えば、データ符号系列に含まれるマーク／スペ
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調方式が１－７変調方式の場合、最短である２Ｔのマーク又はスペースや、２Ｔマーク／
スペースの繰り返しや、次最短である３Ｔのマーク又はスペースや、３Ｔマーク／スペー
スの繰り返し等である。
【０２１５】
　前述の同期符号系列とデータ符号系列を含む領域を仮にフレーム領域と呼び、そのフレ
ーム領域を複数（例えば３１個）含む単位を仮にアドレスユニット（Address Unit）と呼
ぶことにすると、あるアドレスユニットにおいて、そのアドレスユニットの任意のフレー
ム領域に含まれる同期符号系列と、その任意のフレーム領域以外のフレーム領域に含まれ
る同期符号系列との符号間距離を２以上にしてもよい。ここで符号間距離とは、２つの符
号系列を比較した場合、符号系列中の異なるビットの個数を意味する。この様に符号間距
離を２以上にすることで、再生時のノイズの影響などにより一方の読み出し系列が１ビッ
トシフト誤りを起こしても、もう一方と誤識別することがない。また、そのアドレスユニ
ットの先頭に位置するフレーム領域に含まれる同期符号系列と、先頭以外に位置するフレ
ーム領域に含まれる同期符号系列との符号間距離を２以上にしてもよく、この様にするこ
とで、先頭箇所か否か、アドレスユニットの区切り箇所か否かの識別を容易にすることが
できる。
【０２１６】
　なお符号間距離は、ＮＲＺ記録のときは符号系列をＮＲＺ表記した場合、ＮＲＺＩ記録
の時は符号系列をＮＲＺＩ表記した場合における符号間距離の意味を含んでいる。そのた
め、もしＲＬＬ変調を採用した記録の場合、このＲＬＬとはＮＲＺＩの記録波形の上で高
レベル又は低レベルの信号が続く個数を制限することを意味するものであるため、ＮＲＺ
Ｉ表記における符号間距離が２以上ということを意味する。
【産業上の利用可能性】
【０２１７】
　本発明は、光ディスクの記録密度の高密度化において有用であり、大容量な光ディスク
、光ディスク装置、光ディスク記録再生方法、集積回路に利用できる。
【符号の説明】
【０２１８】
　１、３００　光ディスク
　３０１　光ヘッド
　３０２　モータ
　３０３　サーボ回路
　３０４　トラックアドレス再生回路
　３０５　ＣＰＵ
　３０６　データ記録再生回路
　３０７　データアドレス再生回路
　３０８　光ディスクコントローラ
　３１０　光ディスク装置
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